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税務訴訟資料 第２５８号－９１（順号１０９４９） 

那覇地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（名護税務署長） 

平成２０年４月２３日棄却・確定 

 

判 示 事 項  

(1) Ａ協同組合に対する売上高の計上もれが生じたのは、当時の経理担当者及び依頼していた税理士

から帳簿等の返還がされず、やむなく、出荷実績表を集計し、決算書作成に至ったことによるのであ

って、故意に売上金額を過少にしたものではないとの原告会社の主張が、当該税理士が原告会社から

預かった会計伝票はすべて返却した旨供述しているのに対し、原告会社の代表者である納税者の供述

はあいまいなものであって、上記事実関係を認めることはできないし、また、Ａ協同組合との取引は

経常的に行われているにもかかわらず一定期間の売上げが未計上となっており、その割合は当該事業

年度の売上げの２３．４％にも達するものであることからすると、原告会社はＡ協同組合との取引内

容を認識しながら、取引の一部を隠ぺいして総勘定元帳に記帳したものと認めるのが相当であるとし

て排斥された事例 

(2) 青色申告承認取消通知書の理由附記の趣旨並びに要求される記載の程度 

(3) 青色申告承認取消通知書に原告会社の取引相手として記載された「Ａ組合」は存在せず、処分理

由に虚偽や理由附記の不備があるから、青色申告承認取消処分は違法であるとの原告会社の主張が、

同通知書の記載内容から、「Ａ組合」との記載がＡ協同組合を指すことは極めて容易に了知できるも

のであり、このような極めて明白な誤記をもって、理由附記不備の瑕疵が存するものということは到

底できないとして排斥された事例 

(4) 取引の事実がないＢ商会に対する主要材料費を計上し、買掛金として処理した後に短期貸付金と

相殺した経理処理は、予定していた材料仕入れが履行前に取り消されたものであり、処理方法につい

ては、前関与税理士と相談の上で行ったとの原告会社の主張が、納税者の陳述書にはこれに沿う記載

があるが、納税者は、本人尋問において、当該陳述書の記載内容について記憶がないなどの供述をし

ていることに照らせば、税理士の指導、助言に基づいてされたものということはできず、取引事実の

ない金額を主要材料費とするために仮装の経理処理を行ったものと認めるのが相当であるとして排

斥された事例 

(5) Ｃ社との取引として計上した賃借料、外注加工費及び修繕費は、取引の事実があり、また、支払

を行っていないのには正当な理由があるとの原告会社の主張が、Ｃ社の代表者である納税者の二男が

国税事務所職員の質問に対して、原告会社が計上している上記賃借料、外注加工費及び修繕費につい

ての請求はない旨の応答等をしているのに対し、原告会社は上記賃借料等の計上に係る取引が存した

ことを裏付けるような資料の提出をしていないことなどからすれば、上記賃借料、外注加工費及び修

繕費に係る取引の事実はなく、したがって、その支払もされておらず、これらについて仮装の経理処

理を行ったものと認めるのが相当であるとして排斥された事例 

(6) Ｄ運送に対する配送委託費として計上した外注加工費は、取引（運送）の事実があり、対価の支

払もあるとの原告会社の主張が、国税事務所職員の質問に対しＤ運送において中心となって業務を行

っていた者が原告会社との取引は行っていない旨の申し述べを行っているのに対し、原告会社からは、

上記計上に係る取引が存したことを裏付けるような資料の提出がないことなどからすれば、上記外注
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加工費に係る取引の事実はなく、したがって、その支払もされておらず、これらについて仮装の経理

処理を行ったものと認めるのが相当であるとして排斥された事例 

(7) 原告会社が、事業年度末に売上高を減額する経理処理を行ったことについて、このような経理処

理を根拠付ける資料が何ら提出されておらず、また、納税者による説明があいまいかつ不自然である

ことから、実体を伴わずに根拠なく行われたものと認めるのが相当であるとされた事例 

(8) 原告会社が、Ａ協同組合との取引の一部を翌事業年度の売上げとして繰延べ計上したのは、Ａ協

同組合との取引内容を認識しながら、係争事業年度におけるＡ協同組合との取引について、利益調整

のため意図的に過少計上し、翌事業年度に繰延べしたものと認めるのが相当であるとされた事例 

(9) 原告会社が、総勘定元帳（売上高）に「紛失手形 二重計上取消」と記載し、売上高を減額する

経理処理を行ったことについて、原告会社は、受取手形及びこれに対応する売上高が二重に計上され

ていたことを示す根拠を何ら示しておらず、その他、当該経理処理を行った理由についての説明もし

ていないことからすれば、売上高の減額のため架空の経理処理を行ったものと認めるのが相当である

とされた事例 

(10) Ｅに対する賃借料として計上した金額は、消防法との兼ね合いで購入と記載はできないと判断し

た資産の購入（燃料備蓄用のタンクローリー）費用について、勘定科目を変えて処理したものである

との原告会社の主張が、資産の購入と賃借とは明らかに内容を異にするものであって、原告会社の主

張は容易に信用しがたく、また、Ｅは国税事務所職員からの電話聴取に対し、タンクローリーを所有

していたことはなく、これに係る請求書を作成したことも、金員を受け取ったこともない旨述べてい

ることからすれば、Ｅから原告会社に対するタンクローリーの売却も賃貸も存在しないものというべ

きであり、請求書も架空のものであって、上記賃借料は架空計上されたものと認めるのが相当である

と排斥された事例 

(11) Ｆ興産に対する賃借料は、原告会社工場内に砕石コンビナートを設置、移転する業務を依頼した

ものであって、取引の事実も、金銭の支払もあるとの原告会社の主張が、Ｆ興産の代表者は国税事務

所職員からの聴取に対し、Ｆ興産は平成３年５月から休業状態であり、以後、Ｆ興産としても個人と

してもプラント設備や重機などの車両は一切所有しておらず、原告会社に重機をリースしたことはな

いなどの申し述べを行っているのに対し、原告会社の主張自体が変遷していることなどからすれば、

Ｆ興産からクレーン等の重機を賃借し、あるいは、これら重機を使用しての作業を依頼していたもの

とは認められず、同賃借料は架空計上されたものと認めるのが相当であるとして排斥された事例 

(12) 課税庁が否認したＧに対する外注費（クラッシャー移設工事費）は、Ｈに対して同工事を依頼し

たものであって、現に費用も支払っているとの原告会社の主張が、Ｇの原告会社に対する同工事に係

る領収証や、発行名義人の記載がない同工事の領収証などが存在し、同工事費用に係る領収証の存在

をもって、一概に同工事費用が支払われたものとは認め難く、国税事務所職員の電話聴取に対するＨ

の代表者の供述は、極めてあいまいな応答に収支していることなどからすれば、原告会社がＨに対し

て同工事を依頼したとは認められず、支払の事実も存しないものであって、同移設工事費は架空計上

されたものと認めるのが相当であるとして排斥された事例 

(13) 原告会社がＡ協同組合から受け取った約束手形を納税者が取り立てた結果、納税者名義の預金口

座に入金されたことから、課税庁がこれを納税者に対する賞与と認定したことは、資金の移動におい

て、借入金の返済とすべきところ当該記載を失念したことをもって賞与と認定したものであり、事実

認定に誤認があるとの原告会社の主張が、納税者からの借入金の返済としてされたものであることを

うかがわせるような資料は何ら存在しないことなどから、同入金は原告会社から納税者に対する賞与
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の支給と認めるのが相当であるとして排斥された事例 

判 決 要 旨  

(1) 省略 

(2) 青色申告承認取消通知書に理由の附記が命じられているのは、承認の取消しが同承認を得た法人

に認められる納税上の種々の特典（前５事業年度内（平成１６年法律第１４号による改正前の法人税

法５７条１項〔青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し〕）の欠損金額の繰越し、推計課税

の禁止、更正理由の附記等）をはく奪する不利益処分であることにかんがみ、取消事由の有無につい

ての処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、取消しの理由を処分の

相手方に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与えるためであって、そこにおいて要求さ

れる附記の内容及び程度は、特段の理由のない限り、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用

して当該処分がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し得る程度のもので足り

る（最高裁判所昭和●●年（○○）第●●号同４９年４月２５日第一小法廷判決・民集２８巻３号４

０５頁参照）。 

(3)～(13) 省略 

 

判 決 

原告         合資会社Ａ 

同代表者代表社員   甲 

原告         甲 

原告ら訴訟代理人弁護士 三宅 俊司 

原告ら補佐人税理士  吉原 美公 

被告         国 

同代表者法務大臣   鳩山 邦夫 

処分行政庁      名護税務署長 

           佐藤 秋広 

被告指定代理人    赤谷 圭介 

同          井手上 秀文 

同          福本 昌弘 

同          吉良 輝昭 

同          上原 直樹 

同          新垣 一豊 

同          新垣 真一 

同          宮里 昭司 

同          小室 陽一郎 

 

主 文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 
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第１ 請求の趣旨 

１ 処分行政庁（名護税務署長。以下同じ。）が平成１４年６月２６日付けで原告合資会

社Ａ（以下「原告会社」という。）に対してした、平成１０年４月１日から平成１１年

３月３１日までの事業年度（以下「平成１１年３月期」という。）以後の法人税の青色

申告承認取消処分（以下「本件青色申告承認取消処分」という。）を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした、平成１１年３月期

の法人税の更正処分（以下「平成１１年３月期の本件法人税更正処分」という。）のう

ち６６６万２２００円を超える部分及び重加算税賦課決定処分（以下「平成１１年３月

期の法人税に係る本件重加算税賦課決定処分」といい、平成１１年３月期の本件法人税

更正処分と併せて「平成１１年３月期の本件法人税更正処分等」という。）を取り消す。 

３ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした、平成１１年４月１

日から平成１２年３月３１日までの事業年度（以下「平成１２年３月期」という。）の

法人税の更正処分（以下「平成１２年３月期の本件法人税更正処分」といい、平成１１

年３月期の本件法人税更正処分と併せて「本件各法人税更正処分」という。）のうち５

５１万３３００円を超える部分及び重加算税賦課決定処分（以下「平成１２年３月期の

法人税に係る本件重加算税賦課決定処分」といい、平成１１年３月期の法人税に係る本

件重加算税賦課決定処分と併せて「法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分」という。

また、平成１２年３月期の本件法人税更正処分と平成１２年３月期の法人税に係る本件

重加算税賦課決定処分を併せて「平成１２年３月期の本件法人税更正処分等」という。）

を取り消す。 

４ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした、平成１１年３月期

の消費税及び地方消費税（以下、両者を併せて「消費税等」という。）の更正処分（以

下「平成１１年３月期の本件消費税等更正処分」という。）のうち６３６万６２００円

（内訳・消費税５０９万３０００円、地方消費税１２７万３２００円）を超える部分並

びに重加算税賦課決定処分（以下「消費税等に係る平成１１年３月期の本件重加算税賦

課決定処分」といい、平成１１年３月期の本件消費税等更正処分と併せて「平成１１年

３月期の本件消費税等更正処分等」という。）を取り消す。 

５ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした、平成１２年３月期

の消費税等の更正処分（以下「平成１２年３月期の本件消費税等更正処分」といい、平

成１１年３月期の本件消費税等更正処分と併せて「本件各消費税等更正処分」という。）

のうち５３４万９１００円（内訳・消費税４２３万０６００円、地方消費税１１１万８

５００円）を超える部分及び重加算税賦課決定処分（以下「平成１２年３月期の消費税

等に係る本件重加算税賦課決定処分」といい、平成１１年３月期の消費税等に係る本件

重加算税賦課決定処分と併せて「消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処分」という。

また、平成１２年３月期の本件消費税等更正処分と平成１２年３月期の消費税等に係る

本件重加算税賦課決定処分を併せて「平成１２年３月期の本件消費税等更正処分等」と

いう。）を取り消す。 

６ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした、平成１１年３月分

の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分（以下「本件納税告知処分」という。）及び不

納付加算税の賦課決定処分（以下「本件不納付加算税賦課決定処分」といい、本件納税
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告知処分と併せて「本件納税告知処分等」という。）を取り消す。 

７ 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告甲（以下「原告甲」という。）に対し

てした、平成１１年分所得税の更正処分（以下「原告甲に対する本件更正処分」という。）

のうち７３万１２００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「原告甲

に対する本件過少申告加算税賦課決定処分」といい、原告甲に対する本件更正処分と併

せて「原告甲に対する本件更正処分等」という。）を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、処分行政庁が原告会社に対してした、本件青色申告承認取消処分、本件各法人

税更正処分、法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分、本件各消費税等更正処分、消費

税等に係る本件各重加算税賦課決定処分及び本件納税告知処分等並びに処分行政庁が原

告甲に対してした原告甲に対する本件更正処分等（以上の各処分を総称して「本件各処分」

という。）がそれぞれ違法であるとして、原告らが被告に対し、本件各処分（ただし、更

正処分については、申告税額を超える部分）の取消しを求める事案である。 

１ 前提事実（各掲記の証拠（枝番を含む。以下同じ。）によるほかは、当事者間に争い

がない。） 

(1) 当事者 

 原告会社は、コンクリート二次製品製造販売業等を目的とする合資会社であり、処

分行政庁から青色申告書の提出承認を受けていた。 

 原告甲は、原告会社の無限責任社員（代表社員）である。 

(2) 確定申告 

 原告会社は、それぞれ法定申告期限までに、平成１１年３月期及び平成１２年３月

期の法人税について別紙１の「確定申告」欄記載のとおりの青色申告書による確定申

告をし、また、平成１１年３月期及び平成１２年３月期の消費税等について別紙２の

「確定申告」欄記載のとおりの確定申告をした。 

 原告甲は、法定申告期限までに、平成１１年分所得税として、別紙４の「確定申告」

欄記載のとおりの確定申告をした。 

(3) 本件各処分 

ア 処分行政庁は、原告会社に対し、平成１４年６月２６日付けで、①平成１１年３

月期以後の本件青色申告承認取消処分、②平成１１年３月期及び平成１２年３月期

の法人税につき、別紙１の「更正処分等」欄記載のとおりの本件各法人税更正処分

及び法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分、③平成１１年３月期及び平成１２

年３月期の各課税期間における消費税等につき、別紙２の「更正処分等」欄記載の

とおりの本件各消費税等更正処分及び消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処

分、並びに、④平成１１年３月分の源泉所得税につき、別紙３の「納税告知処分等」

欄記載のとおりの本件納税告知処分及び本件不納付加算税賦課決定処分をした。 

イ 処分行政庁は、原告甲に対し、平成１４年６月２６日付けで、平成１１年分の所

得税につき、別紙４の「更正処分等」欄記載のとおりの原告甲に対する本件更正処

分及び原告甲に対する本件過少申告加算税賦課決定処分をした。 

(4) 本件青色申告承認取消処分に係る取消通知書における理由附記の内容 

 処分行政庁が平成１４年６月２６日付けで原告会社に対してした本件青色申告承
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認取消処分に係る取消通知書（以下「本件取消通知書」という。）には、同取消処分

の基因となった事実として、以下の内容が記載されている。 

ア Ｂ組合（以下「Ｂ組合」という。）との取引（売上高）について 

 平成１１年３月期におけるＢ組合との取引について調査したところ、取引は継続

して行われ、その取引総額は４億００２３万５９３０円と認められる。 

 Ｂ組合から「売上仕入支払明細書」が毎月（月２回）送付されているにもかかわ

らず、原告会社の帳簿書類（総勘定元帳及び補助元帳をいう。以下同じ。）に記載

されている売上高は３億０６４３万１１８７円であり、差額９３８０万４７４３円

が売上高に計上されていない。 

（なお、本件取消通知書には、上記内容を示すものとして、平成１０年４月から平

成１１年３月まで、各月前半（１日から１５日まで）と後半（１６日から月末まで）

の各取引期間ごとの、原告売上高計上年月日、原告売上高計上額、Ｂ組合の計上額

及び原告売上高未計上額がそれぞれ一覧表の形で示されている。） 

イ 株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）との取引（主要材料費）について 

 原告会社は、平成１１年３月３１日にＣから２２７９万６９２２円の材料を仕入

れたとして帳簿書類の主要材料費勘定に計上し、買掛金として処理した後に短期貸

付金と相殺しているが、調査したところ取引の事実はなく、金銭の支払等がされた

事実もない。 

ウ 株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）との取引（賃借料・外注加工費・修繕費）に

ついて 

 原告会社は、平成１１年３月３１日にＤとの取引として、①賃借料１１４４万５

０００円、②外注加工費１１５９万２０００円、③修繕費２２２５万０９７０円を

帳簿書類に計上しているが、これらの取引に関する書類等は存在せず、調査したと

ころ取引の事実はなく、金銭の支払等がされた事実もない。 

エ Ｅとの取引（外注加工費）について 

 原告会社は、平成１１年３月３１日にＥに対する配送委託費として、１６２５万

４９４５円（内訳として、配送委託４月分、１０月分、１１月分、１２月分、１月

分、２月分、３月分の各金額が一覧表の形で示されている。）を帳簿書類の外注加

工費勘定に計上しているが、この取引に関する書類等は存在せず、調査したところ

金銭の支払等がされた事実もない。なお、Ｅは、乙（具志川市）が営業していたも

のであるが、同人は、平成１０年１２月２日に死亡しており、同月１８日付けで沖

縄総合事務局に対して、原告会社の関連法人である有限会社Ｆに運送事業の譲渡申

請を行い、平成１１年２月１０日付けで許可されているので、運送業務を行える状

況にはない。 

オ 原告会社の無限責任社員原告甲の短期借入金について 

 平成１１年３月３１日に計上された原告甲名義の短期借入金７３３６万６４８

５円は、原告会社の帳簿書類が取引の発生の都度に記載されておらず、また、売掛

金、受取手形、買掛金、支払手形勘定等の記帳額が取引に基づく正確な金額でない

ことから、平成１１年３月期の事業年度終了時における貸借の金額に不一致が生じ、

その調整を図る目的で計上したものと認められ、全く実態のないものである。 
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カ 上記アないしオの事実は、青色申告の承認の取消事由である法人税法１２７条１

項１号（「その事業年度に係る帳簿書類の記録又は保存が財務省令に定めるところ

に従って行われていない」）及び同項３号（「その事業年度に係る帳簿書類に取引の

全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載」）に該当するので、平成１０年４月１

日から平成１１年３月３１日までの事業年度以後の青色申告の承認を取り消す。 

（乙６） 

(5) 異議申立て 

ア 原告らは、沖縄国税事務所長に対し、平成１４年７月１７日付けで、それぞれ本

件各処分に不服があるとして、異議申立てをした。 

イ 沖縄国税事務所長は、平成１４年１０月１７日、前記アの各異議申立てをそれぞ

れ棄却する旨の決定をした。 

(6) 審査請求 

ア 原告らは、国税不服審判所長に対し、平成１４年１１月７日付けで、それぞれ、

前記(5)イの決定を経た後の本件各処分に不服があるとして、審査請求をした。 

イ 国税不服審判所長は、平成１７年７月２６日、前記アの各審査請求をそれぞれ棄

却する旨の裁決をした。 

２ 本件各処分の適法性に関する当事者の主張 

(1) 本件青色申告承認取消処分の適法性（争点(1)） 

（被告の主張） 

ア 本件青色申告承認取消処分は、以下の各事実が青色申告の承認の取消事由（法人

税法１２７条１項１号及び３号）に該当するとしてされたものであって、適法であ

る。なお、これら各事実は、本件取消通知書に記載されている内容である。 

(ア) Ｂ共同組合（以下「Ｂ共同組合」という。）との取引（売上高） 

 原告会社は、平成１１年３月期におけるＢ共同組合との取引（売上高）につい

て、Ｂ共同組合から「売上・仕入・支払明細書」が毎月２回送付され、その取引

総額（売上高）は４億００２３万５９３０円であるにもかかわらず、原告会社の

帳簿書類に記載されている売上高は３億０６４３万１１８７円であり、その差額

９３８０万４７４３円が売上高に計上されていない。 

(イ) Ｃとの取引（主要材料費） 

 原告会社は、平成１１年３月３１日にＣから２２７９万６９２２円の材料を仕

入れたとして帳簿書類の主要材料費勘定に計上し、買掛金として処理した後に短

期貸付金と相殺しているが、処分行政庁において調査したところ取引の事実はな

く、金銭の支払等がされた事実もない。 

(ウ) Ｄとの取引（賃借料・外注加工費・修繕費） 

 原告会社は、平成１１年３月３１日にＤとの取引として、①賃借料１１４４万

５０００円、②外注加工費１１５９万２０００円、③修繕費２２２５万０９７０

円を帳簿書類に計上しているが、これらの取引に関する書類等は存在せず、処分

行政庁において調査したところ取引の事実はなく、金銭の支払等がされた事実も

ない。 

(エ) Ｅとの取引（外注加工費） 
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 原告会社は、平成１１年３月３１日にＥ（乙が個人として運送業を営むに当た

り使用する名称）に対する配送委託費として、合計１６２５万４９４５円を帳簿

書類の外注加工費勘定に計上しているが、この取引に関する書類等は存在せず、

処分行政庁において調査したところ金銭の支払等がされた事実もない。 

(オ) 原告会社の無限責任社員原告甲の短期借入金 

 平成１１年３月３１日に計上された原告甲名義の短期借入金７３３６万６４

８５円は、原告会社の帳簿書類が取引の発生の都度に記載されておらず、また、

売掛金、受取手形、買掛金、支払手形勘定等の記帳額が取引に基づく正確な金額

でないことから、平成１１年３月期の事業年度終了時における貸借の金額に不一

致が生じ、その調整を図る目的で計上したものと認められ、全く実態のないもの

である。 

イ 原告ら主張の理由附記不備の点について 

 青色申告承認取消通知書に理由の附記が命じられているのは、承認の取消しが同

承認を得た法人に認められる納税上の種々の特典（前５事業年度内の欠損金額の繰

越し、推計課税の禁止、更正理由の附記等）をはく奪する不利益処分であることに

かんがみ、取消事由の有無についての処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してそ

の恣意を抑制するとともに、取消しの理由を処分の相手方に知らせることによって、

その不服申立てに便宜を与えるためであるから、そこにおいて要求される附記の内

容及び程度は、特段の理由のない限り、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を

適用して当該処分がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し

得る程度のもので足りる（最高裁判所昭和４９年４月２５日第一小法廷判決・民集

２８巻３号４０５頁参照）。 

 これを本件についてみると、①本件取消通知書における「Ｂ組合」が「Ｂ共同組

合」を示していることは常識的に明らかであること、②原告会社の総勘定元帳（売

掛金）においても、頻回に「コンクリートＢ組合」若しくは「Ｂ組合」との用語が

使用されていること、③本件取消通知書にはＢ共同組合との取引内容（取引期間、

取引金額、原告会社の売上高計上年月日、売上高計上額）が詳細に記載されている

こと、④同記載内容は、原告会社に保存されている上記総勘定元帳（売掛金）の記

載と一致していること、⑤原告会社にはＢ共同組合から半月ごとにファクシミリで

「売上・仕入・支払明細書」が送付されているところ、同支払明細書の記載は本件

取消通知書の記載と一致していることがそれぞれ認められる。 

 そうすると、本件取消通知書において、「Ｂ組合」が「Ｂ共同組合」を示してお

り、したがって、どのような事実関係に基づき、本件青色申告承認取消処分がされ

たかを原告会社において了知することは当然に可能であったということができる

し、これによって原告会社の不服申立ての便宜は十分に与えられていたということ

ができる。また、ア記載のとおり、処分要件に該当する事実自体は存在するほか、

本件取消通知書の内容や上記①ないし⑤の事情にかんがみれば、本件取消通知書の

記載は、処分行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保するのに十分であったというこ

とができる。 

 以上から、本件青色申告承認取消処分に係る理由附記不備の違法をいう原告らの
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主張は失当である。 

（原告会社の主張） 

ア 理由附記不備の違法 

 処分行政庁は、本件青色申告承認取消処分に係る本件取消通知において、同取消

処分の基因となった事実として、「Ｂ組合」（Ｂ組合）との取引（売上高）について

の計上漏れを記載している。しかしながら、原告会社は、Ｂ組合との間で取引を行

ったことはなく、「Ｂ共同組合」（Ｂ共同組合）との間で取引を行っていたものであ

る。Ｂ組合は、民法上の任意組合を意味するのに対し、Ｂ共同組合は中小企業等協

同組合法に基づいて設立された法人であり、両者は明らかに法人格を異にする。 

 行政処分上の不利益処分の理由記載は、記載事実のみによって特定され得るもの

でなければならず、記載内容を詳細に検討し、不利益処分者において解釈を加えな

ければ処分の根拠となった取引の特定もできないような記載方法は、行政処分上の

不利益処分の理由記載としては重大な瑕疵があるというべきである。また、処分理

由の解釈において、一般通常人の常識を基準とすることは、常識判断が様々で、解

釈に相違があり得ることから、不相当であって許されない。 

 不利益処分の理由記載は解釈の余地がない程度に具体的であって、真正でなけれ

ばならないところ、本件青色申告承認取消処分の理由附記には上記瑕疵があるから、

本件青色申告承認取消処分は違法である。 

 また、上記のとおり、原告会社とＢ組合との間には取引は存在しないから、本件

青色申告承認取消処分は、虚偽の取引を根拠としてされたものであって、この点か

らも違法として取消しを免れない。 

イ 被告が取消事由に当たるとする各事実について 

(ア) Ｂ共同組合との取引（売上高）について 

 Ｂ共同組合との取引金額が被告主張のとおりであることは認める。差額９３８

０万４７４３円が生じたのは、当時の経理担当者及び依頼していた税理士から帳

簿等の返還がされず、やむなく、原告会社において記載していた出荷実績表を集

計し、決算書作成に至ったことによるのであって、故意に売上金額を過少にした

ものではない。 

(イ) Ｃとの取引（主要材料費）について 

 Ｃに対する主要材料費として計上した２２７９万６９２２円の取引の事実が

なかったことは、認める。 

 予定していた材料仕入れが履行前に取り消されたものであり、処理の方法につ

いては、前税理士と相談の上で行ったものである。 

(ウ) Ｄとの取引（賃借料・外注加工費・修繕費）について 

 Ｄとの間の取引及び決済については、同社が発行した請求書に基づいて計上し

たものであり、取引の事実はある。 

 Ｄには、原告会社で使用する発電機等の保守管理を行わせており、賃借料及び

外注加工費名目での計上は、発電機の保守管理と、Ｄ従業員の派遣費用である。 

 平成１１年３月３１日計上分について、その支払を行っていないのは、原告甲

の妻であった丙（以下「丙」という。）がＤを介して横領を行っていた事実が発
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覚して訴訟ざたとなっており、その債務不存在が原告会社において確認できるま

で支払を行わないとの判断によるものである。 

(エ) Ｅとの取引（外注加工費）について 

 運送の事実があり、対価の支払もある。原告甲個人が立替払を行っていたとし

ても何ら不自然な経済活動ではない。Ｅは、代表者の死亡後も、残った職員で業

務を行っており、その中心は丁（以下「丁」という。）であった。原告会社は、

Ｅにバラスや砂等の資材の運搬を委託し、運送委託費を支払っていたものである。

処分行政庁が書類の不備を根拠に架空であるとした判断は誤りである。 

(2) 本件青色申告承認取消処分が違法である場合の他の処分の効力（争点(2)） 

（被告の主張） 

 青色申告承認取消処分が取り消された場合、青色申告の承認を受けていた居住者な

いし内国法人は、遡及的に青色申告者の地位を回復し、いったん白色申告書とみされ

た申告書は再び青色申告書となるため、更正通知書に理由の附記をしないでされた更

正処分は、理由の附記を欠く違法な更正処分として取り消され得ることになり、また、

当該更正処分を基礎とする加算税の賦課決定処分も違法として取り消され得ること

になる。 

 しかしながら、そもそも青色申告制度は、所得税及び法人税以外の税目については

認められておらず、青色申告の承認を受けた居住者ないし内国法人が他の税目につい

て納税義務を負う場合であっても、それらの税目については同制度の特典を享受でき

ないのであるから、青色申告承認取消処分が取り消された場合でも、当該青色申告承

認に係る所得税ないし法人税について理由附記をせずに行われた更正処分及び当該

処分を基礎とする加算税の賦課決定処分が取り消され得るだけであって、それ以外の

処分が違法となるものではない。 

 したがって、本件青色申告承認取消処分が取り消された場合には、本件青色申告承

認取消処分によって白色申告書とみされた平成１１年３月期及び平成１２年３月期

の法人税の申告書が青色申告書となり、白色申告書として理由を附記せずに行った本

件各法人税更正処分及びこれらを基礎とする法人税に係る本件各重加算税賦課決定

処分が取り消され得るだけであり、原告らに対して行われたその他の処分が違法にな

るものではない。 

（原告らの主張） 

 青色申告の更正通知書には更正の理由を付さなければならないところ、本件の各更

正処分は理由附記がされておらず、違法である。また、本件においては、まず本件青

色申告承認取消処分がされ、その結果、白色申告とみなしてその余の本件各処分を行

っているのであるから、本件青色申告承認取消処分が違法であれば、その余の本件各

処分も違法であって、取り消されるべきである。 

(3) 本件各法人税更正処分及び法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分の適法性

（争点(3)） 

（被告の主張） 

ア 平成１１年３月期について 

(ア) Ｂ共同組合に係る売上除外 
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 争点(1)についての被告の主張ア(ア)記載のとおり、原告会社の平成１１年３

月期におけるＢ共同組合に対する売上げのうち、９３８０万４７４３円が売上げ

に計上されていない。 

 上記未計上の取引は、売上げ及び売掛金勘定の借方に記載されていないにもか

かわらず、決済の手形受入れにおいては、総勘定元帳（売掛金）に記載されてい

る。 

 また、原告会社の平成１１年３月期の確定申告書に添付されている貸借対照表

の「資産の部」には、「売掛金」残高も記載されており、仮に売掛金勘定の借方

に売上げを記帳せず、貸方にその取引に係る決済のみ記帳すれば、確定した決算

を組む段階において売上先の実際の売掛金残高と帳簿残高の不一致が生じるこ

とは明らかである。そして、不一致の原因がＢ共同組合の売上げが計上されてい

ないことによるものであることは、原告会社に備え付けられた帳簿書類等から容

易に判明するものである。 

 さらに、原告会社とＢ共同組合との取引総額は４億００２３万５９３０円に及

ぶものであって、上記計上漏れの合計９３８０万４７４３円は、取引総額の約２

３．４パーセントに相当するものであることや、Ｂ共同組合から原告会社に対し、

「売上・仕入・支払明細書」が定期的に送付されていることなどからすると、こ

れを単なる記帳漏れと評価することはできず、原告会社は、Ｂ共同組合に対する

売上げの一部を除外したといわざるを得ず、帳簿書類への記録をせず、売上げそ

の他の収入（営業外の収入を含む。）の脱ろうをしているものであり、国税通則

法（以下「通則法」という。）６８条１項に該当する（法人税の重加算税の取扱

いについて（事務運営指針）（乙３１）（以下「重加算税取扱指針」という。）第

１の１(2)③参照）。 

 重加算税は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべ

き事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したと

ころに基づき納税申告書を提出したとき等に課されるものであるところ（通則法

６８条１項及び２項）、この重加算税は、通則法６５条ないし６７条に規定する

各種の加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方

法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政上の措置であって、

故意に納税義務違反を犯したことに対する制裁ではないから、同法６８条１項に

よる重加算税を課すには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎と

なる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因

として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、

納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とする

ものではない。そうであるところ、本件において、原告会社が故意に課税標準等

又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したこ

とは明らかである。 

(イ) 修正仕訳否認分 

 原告会社は、平成１１年３月３１日、総勘定元帳（売上高）の同日付け「摘要」

欄の「売上高修正（現場実績表より）」との記載を根拠に、売上高３８４５万９
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０７５円を減額した経理処理を行っている。 

 しかし、原告会社は、処分行政庁の調査担当者に対し、上記減額の理由や取引

先について具体的な説明をせず、現場実績表の提示もしなかったものであり、上

記経理処理は、何の根拠もなく期末に売上高を意図的に減額した行為と認められ、

帳簿書類への虚偽記載により仮装の経理を行っているものといえるから、通則法

６８条１項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(ウ) Ｃに対する主要材料費 

 争点(1)についての被告の主張ア(イ)記載のとおり、原告会社は、平成１１年

３月３１日付けで、Ｃから２２７９万６９２２円の材料を仕入れたとして総勘定

元帳（主要材料費）に計上しているが、上記取引の事実はなく、金銭の支払等が

された事実もない。 

 原告会社による上記計上行為は、仮装の経理処理をしたことは明らかであるか

ら、通則法６８条１項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(エ) Ｄに対する賃借料、外注加工費及び修繕費 

 争点(1)についての被告の主張ア(ウ)記載のとおり、原告会社は、平成１１年

３月３１日にＤとの取引として、①賃借料１１４４万５０００円、②外注加工費

１１５９万２０００円、③修繕費２２２５万０９７０円を帳簿書類に計上してい

るが、これら取引の事実はなく、金銭の支払等がされた事実もない。 

 原告会社による上記計上行為は、実体のない金額を賃借料、外注加工費及び修

繕費とするために仮装の経理処理をしたことは明らかであるから、通則法６８条

１項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(オ) Ｅに対する外注加工費 

 争点(1)についての被告の主張ア(エ)記載のとおり、原告会社は、平成１１年

３月３１日付けで、Ｅに対する配送委託費として、平成１０年４月分、同年１０

月ないし平成１１年３月分の計７か月分（合計１６２５万４９４５円）を総勘定

元帳（外注加工費）に「相手科目長期預り」として計上するとともに、長期預り

金の金額を短期借入金に振り替えている。しかしながら、Ｅの経営者である乙は、

平成１０年１２月２日に死亡しているが、その前はアルコール中毒で仕事ができ

る状態でなく、運送業を行っていなかった。また、原告会社から処分行政庁に対

し、Ｅに対する支払を裏付ける証拠等は示されず、原告会社がいうＥの業務の中

心であったとする丁に対する運送委託費の支払を具体的に裏付ける資料も何ら

提示されていない。実際には、原告甲自身が、平成７年ころ、乙からＥの名義を

購入して、ＥないしＧの名で運送事業を行っていたものである。 

 以上から、上記外注加工費は、原告会社がその事実上の支配下にあるＥとの取

引を仮装して架空計上した費用であると評価するのが相当であり、かかる行為は、

取引事実及び金銭等の支払がされた事実がないものを外注加工費とするために

仮装の経理処理をしたものであって、原告会社による上記計上行為は、仮装の経

理処理をしたことは明らかであるから、通則法６８条１項に該当する（重加算税

取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(カ) 以上から、原告会社の平成１１年３月期の法人税及び法人税に係る重加算税
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の額は、以下のとおりとなり、平成１１年３月期の本件法人税更正処分等は適法

である。 

ａ 平成１１年３月期の法人税の額 

(a) 申告所得金額 ２１５３万２００６円 

 原告会社が平成１１年３月期の確定申告において申告した所得金額は、２

１５３万２００６円である。 

(b) 更正処分の申告所得金額への加算金額 ２億１３０９万６６５５円 

 更正処分の申告所得金額への加算金額は、以下のⅰないしⅴの金額を合計

した２億１３０９万６６５５円である。 

ⅰ 売上除外による売上計上漏れ １億３２２６万３８１８円 

ⅱ 主要材料費の架空計上 ２２７９万６９２２円 

ⅲ 賃借料の架空計上 １１４４万５０００円 

ⅳ 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２４３３万９９４５円 

① 外注加工費の架空計上否認 ２７８４万６９４５円 

 内訳：Ｅとの間の取引分 １６２５万４９４５円 

 Ｄとの間の取引分 １１５９万２０００円 

② 外注加工費の容認（Ｄ） △３５０万７０００円 

ⅴ 修繕費の架空計上 ２２２５万０９７０円 

(c) 所得金額 ２億３４６２万８６６１円 

 所得金額は、(a)及び(b)の金額を合計した２億３４６２万８６６１円であ

る。 

(d) 法人税の額 ８０１８万６６６０円 

 法人税の額は、法人税法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前の

もの。以下同じ。）の規定により、(c)の所得金額２億３４６２万８０００円

（通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てたも

の。以下同じ。）に対し、うち８００万円に１００分の２５の税率を乗じて

計算した金額２００万円と、残額２億２６６２万８０００円に１００分の３

４．５の税率を乗じて計算した金額７８１８万６６６０円とを合計した８０

１８万６６６０円である。 

(e) 課税留保金に対する税額 ２６０万２０００円 

 課税留保金に対する税額は、法人税法６７条の規定により、法人税別表三

(一)「同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」を使用して

計算した平成１１年３月期の課税留保金額２６０２万円に、１００分の１０

の税率（課税留保金額が３０００万円以下の場合の税率）を乗じて計算した

金額２６０万２０００円である。 

(f) 所得税額の控除額 ６２７９円 

 法人が各事業年度において所得税法１７４条の規定により源泉徴収され

た利子又は配当等の支払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課

される所得税の額は、政令で定めるところにより法人税の額から控除される

（法人税法６８条１項）ところ、原告会社が平成１１年３月期において源泉
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徴収された利子又は配当等について受けた支払に係る所得税の額は６２７

９円であり、同額が(d)の法人税の額から控除される。 

(g) 更正処分により納付すべき法人税額 ７６１２万０１００円 

 更正処分により納付すべき法人税額は、(d)の金額に、(e)の金額を加算し、

(f)の金額を減算した８２７８万２３００円（通則法１１９条１項の規定に

より１００円未満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）から、差引所得に

対する法人税額６６６万２２００円を差し引いた７６１２万０１００円で

ある。 

ｂ 平成１１年３月期の法人税に係る重加算税の額 

 重加算税の額は、ａ記載の法人税の更正処分により納付すべき税額７６１２

万０１００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り

捨てた後の金額７６１２万円（以下、附帯税を計算する際の端数処理につき同

じ。）に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額２６６４万２０００円と

なる（通則法６８条１項）。 

イ 平成１２年３月期について 

(ア) Ｂ共同組合に係る売上繰延べ 

 原告会社は、平成１２年３月期におけるＢ共同組合との間の取引のうち、合計

１億３１８５万１８９２円（税抜き金額１億２５５７万３２３０円）の取引分を、

平成１２年３月期の売上げに計上せず、翌事業年度である平成１２年４月１日か

ら平成１３年３月３１日まで（以下「平成１３年３月期」という。）の売上げと

して繰延べ計上している。 

 重加算税は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべ

き事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したと

ころに基づき納税申告書を提出したとき等（通則法６８条１項及び２項）に、制

裁として課されるものであるところ、売上げ等の収入の計上を繰り延べている場

合において、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されており、かつ、

相手方との通謀、証ひょう書類等の破棄、隠匿等の行為が行われていないような

場合には、当該行為を隠ぺい又は仮装行為であると評価することはできず、これ

に制裁を加えることは適当ではないが、当期の売上げであることを知りつつ、利

益調整のために意図的に収入の計上を繰り延べているような場合には、当該行為

は隠ぺい又は仮装行為に当たると解するのが相当である（重加算税取扱指針第１

の３、「法人税の重加算税賦課に係る留意点について」（乙４０）（以下「重加算

税賦課留意点」という。）問１３参照）。 

 原告会社による上記売上繰延べについては、①Ｂ共同組合に対する売上金額は、

原告会社の売上金額の大半を占めるものであること（平成１１年３月期における

当該割合は約６１パーセントであり、平成１２年３月期における当該割合は約８

２パーセントである。）、②原告会社とＢ共同組合の取引については、Ｂ共同組合

からファクシミリで月２回「売上・仕入・支払明細書」が送付されていること、

③調査の過程で、原告会社の経理担当者の机からは、「売上表（Ｈ１１．４月～

Ｈ１２．３月末）」と題する書面（乙４１）が発見されているところ、同書面に
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は、Ｂ共同組合の売上げについて、毎月、「売上（前半）」「売上（後半）」に分け

た金額（上記「売上・仕入・支払明細書」とおおむね一致）が記載されているこ

となどからすれば、原告会社において、Ｂ共同組合との取引に係る売上げは、毎

月（前半分と後半分が存在する。）存在し、これらを当該月の売上高として計上

しなければならないことは、明らかに認識していたというほかなく、したがって、

平成１３年３月期に計上した平成１２年３月期に係る上記売上げについては、意

図的に総勘定元帳（売上）を調整（利益調整）して過少に計上したものと認めら

れる。 

 したがって、原告会社による上記売上繰延べ行為は、帳簿書類への記録をせず、

売上げその他の収入（営業外の収入を含む。）の脱ろうをしているものであり、

通則法６８条１項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)③参照）。 

(イ) 紛失手形相殺 

 原告会社は、平成１１年４月３０日付けで、総勘定元帳（売上高）に「紛失手

形二重計上取消」と記載し、相手勘定を「短期貸付金」として、売上高１１１３

万４０７８円を減額処理している。 

 上記経理処理は、原告会社が、平成１１年３月期以前に受取手形が二重に計上

されていたことから売上高も二重に計上されていたものとして、当該受取手形を

取り消すとともに売上高についても減額処理をしたものであるところ、そもそも、

帳簿上受取手形が二重に計上されていたとしても、そのことから直ちに売上高が

二重に計上されていたことになるわけではない上、上記の経理処理について、原

告会社は、平成１１年３月期以前に受取手形が二重に計上されていたこと及び当

該受取手形に対応する売上高が平成１１年３月期以前に二重に計上されていた

ことを示す根拠を何ら示していない。 

 したがって、原告会社による上記処理は、平成１１年３月期以前に、受取手形

を二重に計上したとし、それにより売上高についても二重計上がされていたかの

ように仮装して減額処理をしたものというべきであり、帳簿書類への虚偽記載に

より仮装の経理を行ったものであって、通則法６８条１項に該当する（重加算税

取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(ウ) 戊（以下「戊」という。）に対する賃借料４９５万２３８１円 

 平成１２年３月期における原告会社の戊に対する賃借料４９５万２３８１円

（消費税等を含まない金額（以下「税抜き金額」という。））は、架空計上である。 

 原告会社は、上記賃借料について、タンクローリーの購入に係る金員を賃借料

として経理処理したものであるが、消防法との兼ね合いで購入と記帳はできない

と判断し、勘定科目を変えて処理したものであり、仮装、隠ぺいがない以上、減

価償却相当額は損金に算入されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、タンクローリーの賃借が資産の購入でないことは明らかであり、

特段の事情のない限り、原告会社がこの点を誤ることは考えられない。また、戊

は、タンクローリーを所有していたことはなく、戊を請求人とする賃貸料の請求

書も架空の請求書であって、上記賃借料が仮装のものであることは明らかである。

さらに、原告会社の主張を前提とすれば、原告会社は、本来減価償却資産として
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法律で定められた耐用年数に基づき、毎期一定の金額を損金経理すべきであると

ころ、消防法に違反する行為を隠ぺいするために、架空の請求書に基づいてあた

かも賃借料の支払があったかのごとく装い、全額を一括して損金処理しているの

であって、そのような行為が許されないことは明らかである。 

 なお、原告会社は、減価償却費相当額が損金に算入されるべき旨の主張もする

が、減価償却費を損金の額に算入するためには、その法人の確定した決算におい

て、減価償却費として損金経理されていなければならないことから（法人税法３

１条１項）、原告会社の主張は理由がない。 

 原告会社による戊名義の架空の請求書を作成する行為や、同（偽造した）請求

書に基づく総勘定元帳（賃借料）への計上は、帳簿書類の改ざん（偽造及び変造

を含む。）、帳簿書類への虚偽記載により仮装の経理を行ったものであって、通則

法６８条１項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(エ) Ｈに対する賃借料８００万円（税抜き金額） 

 原告会社からＨに対し賃借料が支払われた事実はなく、原告会社のＨに対する

賃借料８００万円（税抜き金額）は架空計上である。 

 この点、原告会社の主張自体、現実に賃借している物件（水中ポンプ、クレー

ン、スカイマスター）があり、同物件に係る賃借料である旨主張したり、Ｈにク

レーン、スカイマスター等での作業を依頼した対価である旨主張したりと、変遷

している。 

 そして、Ｈ代表者のＩは、処分行政庁の調査担当者に対し、Ｈは、クレーン車、

水中ポンプ、スカイマスターなどの作業機械を所有したことはなく、したがって、

これらを原告会社に貸したこともない、また、Ｉはクレーン車などの免許を有し

ておらず、原告会社から作業依頼を受けたこともない、上記賃借料に関するＨに

よる請求書や領収証は、Ｈで作成されたものではなく、これら請求書や領収証で

使用されている社印は、一時期原告会社の経理担当者に預けていたもので、その

時期に原告会社で勝手に作成されたものと思われる旨供述するところである。 

 以上から、原告会社の上記行為は、帳簿書類の改ざん（偽造及び変造を含む。）、

帳簿書類への虚偽記載により仮装の経理を行ったものであって、通則法６８条１

項に該当する（重加算税取扱指針第１の１(2)②参照）。 

(オ) Ｊに対する外注加工費３２４０万円 

 原告会社は、Ｊに対し、クラッシャー移設工事を依頼したこともなく、また、

同移設工事費を支払ったこともないにもかかわらず、Ｊと通謀し、領収証等を偽

造した上、外注加工費を架空計上している。 

 原告会社は、Ｏ（以下「Ｏ」という。）に対するクラッシャー移設工事費とし

て、総勘定元帳（外注加工費）の平成１２年３月３１日欄に借方３２４０万円と

記帳し、同日の買掛金に貸方３２４０万円と記帳して、確定申告を行っている。

しかしながら、原告会社はＯに対し、クラッシャー移設工事は依頼しておらず、

また、同費用も支払われていない。そして、原告会社の経理担当者の机からは、

Ｏの領収証やその控えとは別に、ただし書きを「クラッシャー移設基礎工事契約

金として」とし、日付、発行名義の記載のない領収証及び領収証控も発見されて
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いる。原告会社は、当初は、Ｏを利用して架空の経費を計上することを企図した

ものであるが、後に相手方をＪに変え、Ｊと通謀して、上記仮装行為が行われた

ものである。 

 以上から、原告会社によるクラッシャー移設工事に係る領収証の偽造は、帳簿

書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成により仮装

の経理を行ったものであって、通則法６８条１項に該当する（重加算税取扱指針

第１の１(2)②参照）。 

(カ) 以上から、原告会社の平成１２年３月期の法人税及び法人税に係る重加算税

の額は、以下のとおりとなり、平成１２年３月期の本件法人税更正処分等は適法

である。 

ａ 平成１２年３月期の法人税の額 

(a) 申告所得金額 ２０７８万６９０３円 

 原告会社が平成１２年３月期の確定申告において申告した所得金額は、２

０７８万６９０３円である。 

(b) 更正処分の申告所得金額への加算金額 １億１３８４万２６５５円 

 更正処分の申告所得金額への加算金額は、以下のⅰないしⅶの金額を合計

した１億１３８４万２６５５円である。なお、平成１２年３月期において、

原告会社は、税抜き処理をしており、以下の各金額も税抜き金額である。 

ⅰ 売上繰延べによる売上計上漏れ １億２５５７万３２３０円 

ⅱ 売上除外による売上計上漏れ １０６０万３８８４円 

ⅲ 売上過大計上 △３７０８万８０３８円 

ⅳ 賃借料の架空計上 １２９５万２３８１円 

 内訳：戊との間の取引分 ４９５万２３８１円 

 Ｈとの間の取引分 ８００万円 

ⅴ 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２５２４万１６４３円 

① 外注加工費の架空計上否認 ３０８５万７１４３円 

② 外注加工費の容認 △５６１万５５００円 

ⅵ 営業外収益・雑収入 ５５円 

ⅶ 事業税認定損 △２３４４万０５００円 

(c) 所得金額 １億３４６２万９５５８円 

 所得金額は、(a)及び(b)の金額を合計した１億３４６２万９５５８円であ

る。 

(d) 法人税の額 ３９７４万８７００円 

 法人税の額は、法人税法６６条の規定により、(c)の所得金額１億３４６

２万９０００円（通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てたもの。以下同じ。）に対し、うち８００万円に１００分の２２の

税率を乗じて計算した金額１７６万円と、残額１億２６６２万９０００円に

１００分の３０の税率を乗じて計算した金額３７９８万８７００円とを合

計した３９７４万８７００円である。 

(e) 課税留保金に対する税額 ４３７万６１００円 
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 課税留保金に対する税額は、法人税法６７条の規定により、法人税別表三

(一)「同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」を使用して

計算した平成１２年３月期の課税留保金額３９１７万４０００円のうち、３

０００万円以下の金額に１００分の１０の税率を乗じて計算した金額３０

０万円と、３０００万円を超えて１億円以下の金額９１７万４０００円に１

００分の１５の税率を乗じて計算した金額１３７万６１００円との合計金

額４３７万６１００円である。 

(f) 所得税額の控除額 ８万２４９０円 

 法人が各事業年度において所得税法１７４条の規定により源泉徴収され

た利子又は配当等の支払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課

される所得税の額は、政令で定めるところにより法人税の額から控除される

（法人税法６８条１項）ところ、原告会社が平成１２年３月期において源泉

徴収された利子又は配当等について受けた支払に係る所得税の額は８万２

４９０円であり、同額が(d)の法人税の額から控除される。 

(g) 更正処分により納付すべき法人税額 ３８５２万９０００円 

 更正処分により納付すべき法人税額は、(d)の金額に、(e)の金額を加算し、

(f)の金額を減算した４４０４万２３００円（１００円未満の端数を切り捨

てたもの。）から、差引所得に対する法人税額５５１万３３００円を差し引

いた３８５２万９０００円である。 

ｂ 平成１２年３月期の法人税に係る重加算税の額 

 重加算税の額は、ａ記載の法人税の更正処分により納付すべき税額３８５２

万円（１万円未満の端数を切り捨てたもの。）に１００分の３５の割合を乗じ

て計算した金額１３４８万２０００円となる（通則法６８条１項）。 

ウ その他の原告会社の主張について 

(ア) 原告会社は、調査時点において、帳簿、証ひょう類の提示等は行っており、

仮装や隠ぺいの事実はない旨主張するが、隠ぺい又は仮装行為は、法定申告期限

内に申告書が提出されている場合はその提出時を、法定申告期限内に申告書が提

出されていない場合は同期限を経過したときを基準として判断するのであって

（通則法６８条１項）、同基準時を経過した後、すなわち、調査時に、課税庁の

求めに応じて帳簿等を示したとしても、隠ぺい又は仮装行為がなかったことには

ならないから、原告会社の主張は理由がない。 

(イ) 原告会社は、本件各法人税更正処分の調査手続に違法があるとするが、その

趣旨は、Ｊに対する外注加工費について処分行政庁が行った調査及び事実認定に

ついて、調査結果としての事実認定に誤りがあることから、それ故に調査手続に

も瑕疵があると主張するものと解されるところ、イ(オ)記載のとおり、Ｊに対す

る外注加工費についての処分行政庁の事実認定に誤りはなく、したがって、その

調査手続にも原告会社がいうような違法があったとはいえないから、原告会社の

主張は理由がない。 

（原告会社の主張） 

ア 本件各法人税更正処分について 
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(ア) 調査手続の違法 

 処分行政庁の調査担当者は、原告会社の工場内において構築物移設や補修場所

等を確認しているにもかかわらず、当該物件に係る支払の確認及び外注加工費等

の受領の確認をする際に、受領先の言葉のみで安易に架空取引と認識したもので

あり、処分行政庁の調査自体が事実を無視した憶測に基づくものといわざるを得

ない。 

(イ) 売上金額について 

 平成１１年３月期の申告に際しては、依頼していた税理士から仕訳日記載を基

に作成されている帳簿、決算等の提示がなく、やむなく取引金額を記載した日報

を基に売上金額を計上したものであり、売上総額については決算額に誤りはない。

一取引先との記帳不備をもって売上除外と判断した原処分は明らかに事実認定

に誤りがある。なお、証ひょう書類の保管については、調査時点では存在してい

たが、保管者の瑕疵により焼失したものである。 

 平成１２年３月期は、取引金額を記載した日報を基に売上金額を計上したもの

で、決算額に誤りはない。 

(ウ) 平成１１年３月期について 

ａ 平成１１年３月期のＣとの間の処理について 

 争点(1)についての原告会社の主張イ(イ)記載のとおりであり、Ｃに対する

主要材料費として計上した平成１１年３月３１日付け２２７９万６９２２円

の取引が存在しないことは認める。 

 予定していた材料仕入れが履行前に取り消されたため、材料購入はなかった

ものであり、その経理処理については、前税理士と相談の上で行ったものであ

る。 

ｂ 平成１１年３月期のＤに対する賃借料、外注加工費、修繕費について 

 争点(1)についての原告会社の主張イ(ウ)記載のとおりであり、Ｄとの間の

取引及び決済については、Ｄが発行した請求書に基づいて計上したものであっ

て、取引の事実はある。また、Ｄにおける処理は原告甲の妻であった丙が行っ

ていたものであるが、丙がＤを介して横領を行っていた事実が発覚して訴訟ざ

たとなったため、その債務不存在が原告会社において確認できた時点で処理す

るのが相当であるとの判断から、経理処理を行っていないにすぎない。 

ｃ Ｅに対する外注費について 

 争点(1)についての原告会社の主張イ(エ)記載のとおりであり、運送の事実

があり、対価の支払もある。Ｅは、代表者の死亡後も、丁を中心として、残っ

た職員で業務を行っており、原告会社は、Ｅにバラスや砂等の資材の運搬を委

託し、運送委託費を支払っていたものである。処分行政庁が書類の不備を根拠

に架空であるとした判断は誤りである。 

(エ) 平成１２年３月期について 

ａ 平成１２年３月期の戊に対する賃借料について 

 処分行政庁は、戊からのタンクローリーの賃借を否認するが、同支払は、賃

借料の支払ではなく資産の購入（燃料備蓄用のタンクローリー）であって、消



20 

防法との兼ね合いで購入と記載はできないと判断したため、勘定科目を変えて

処理したものである。したがって、勘定科目は誤っているものの、仮装の事実

はない。そして、一時の損金算入は認められないとしても、減価償却限度額相

当額は損金に算入されるべきである。 

ｂ Ｈに対する賃借料について 

 原告会社は、原告会社工場内に砕石コンビナートを設置、移転する業務をＨ

に依頼した。Ｈに対する賃借料は、Ｈにクレーン、スカイマスター等での作業

を依頼した対価であって、取引の事実もあり、金銭の支払もある。原告甲がＨ

代表者のＩに対して金員を融資していたところ、Ｉが金員による返済ができな

いとのことで、作業の対価で返済することとしたものである。 

 なお、上記賃借料に係る領収証の印影は、Ｉが原告会社に預けていたＨの社

印によるものではなく、Ｈが自ら保管していた社印によるものである。 

ｃ Ｊに対する外注加工費 

 クラッシャー移設（一部改良）を行った事実も、支払の事実もある。当該物

件の改良、移設を依頼し、支払を行ったが、指示どおりの施工がされず使用不

可のため、資産計上すべきでないと判断し、損金として処理したものである。 

イ 法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分について 

(ア) 原告会社は、調査時点において、帳簿、証ひょう類の提示等は行っており、

仮装や隠ぺいの事実はない。 

(イ) 平成１１年３月期の期末決算において計上漏れとなった原因は、当時の経理

担当者及び依頼していた税理士から帳簿等の返還がされず、やむなく原告会社に

おいて記載していた出荷実績表を集計して決算処理を行ったことにあり、故意に

売上金額を過少にしたものではない。なお、同税理士は、処分行政庁の調査に対

して会計伝票を返却したと述べているが、その返還先は丙であると推定されると

ころ、そのような会計伝票は原告会社に保管されておらず、また、同税理士から

の協力も得られなかったため、原告会社に保管されていた資料を基に決算・申告

を行ったものである。 

(ウ) 平成１２年３月期の期末決算においてＢ共同組合との取引について計上漏

れとなった原因は、経理担当者の不慣れによるものであり、利益の圧縮を目的と

したものではない。 

 また、平成１２年３月期における戊に対する賃借料については、資産として計

上すべきところ、勘定科目を誤解して計上したに過ぎず、故意はない。 

(4) 本件各消費税等更正処分及び消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処分の適法

性（争点(4)） 

（被告の主張） 

ア 本件各消費税等更正処分及び消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処分の基

となる不正事実は、すべて本件各法人税更正処分及び法人税に係る本件各重加算税

賦課決定処分の基となる不正事実が影響（連動）しているものである（なお、平成

１２年３月期の法人税に係る各金額が同期の課税期間の消費税に係る各金額と異

なっているのは、同期の法人税について原告会社が税抜き経理処理をしているため
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である。）ところ、本件各法人税更正処分及び法人税に係る本件各重加算税賦課決

定処分が適法であることは、争点(3)についての被告の主張記載のとおりであるか

ら、本件各消費税等更正処分も消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処分も、い

ずれも適法である。 

イ 平成１１年３月期について 

 原告会社の平成１１年３月期の消費税等及び消費税等に係る重加算税の額は、以

下のとおりであり、平成１１年３月期の本件消費税等更正処分等は適法である。 

(ア) 平成１１年３月期の消費税等の額 

ａ 申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額） 

 ５億２３７１万７３１４円 

 原告会社が、平成１１年３月期の課税期間の確定申告において申告した課税

標準額４億９８７７万８０００円の基になった課税資産の譲渡等の対価の額

（税込み金額）は、５億２３７１万７３１４円である。 

ｂ 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額 

 １億３２２６万３８１８円 

 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額は、

売上除外による売上計上漏れ１億３２２６万３８１８円（税込み金額）である。 

ｃ 課税標準額 ６億２４７４万３０００円 

 消費税の課税標準額は、ａの申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）５億２３７１万７３１４円とｂの更正処分による課税資産の譲渡等の

対価の額（税込み金額）への加算額１億３２２６万３８１８円との合計金額６

億５５９８万１１３２円から、消費税等相当額を控除した金額６億２４７４万

３０００円（課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）に１０５分の１００

を乗じて計算したもの。以下同じ。）（通則法１１８条１項の規定により１００

０円未満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）である。 

ｄ 課税標準に対する消費税額 ２４９８万９７２０円 

 消費税法２９条の規定により、ｃの課税標準額６億２４７４万３０００円に

１００分の４の税率を乗じて計算した金額２４９８万９７２０円である。 

ｅ 申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額） 

 ３億９００２万４８３７円 

 原告会社が、確定申告において申告した控除対象仕入税額１４８５万８０８

９円の基になった課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）は、３億９０

０２万４８３７円である。 

ｆ 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額 ８０８３万２８３７円 

 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額は、次の(a)ないし(d)の合計金額８０８３万２８３７円である。 

(a) 主要材料費の架空計上 ２２７９万６９２２円 

(b) 賃借料の架空計上 １１４４万５０００円 

(c) 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２４３３万９９４５円 
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① 外注加工費の架空計上否認 ２７８４万６９４５円 

② 外注加工費の容認 △３５０万７０００円 

(d) 修繕費の架空計上 ２２２５万０９７０円 

ｇ 控除対象仕入税額 １１７７万８７４３円 

 控除対象仕入税額は、ｅの申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み金額）３億９００２万４８３７円からｆの更正処分により課税仕入れに係る

支払対価の額（税込み金額）から減算する金額８０８３万２８３７円を差し引

いた金額３億０９１９万２０００円に１０５分の４を乗じて計算した金額１

１７７万８７４３円である。 

ｈ 差引税額 １３２１万０９００円 

 差引税額は、ｄの課税標準額に対する消費税額２４９８万９７２０円からｇ

の控除対象仕入税額１１７７万８７４３円を差し引いた金額１３２１万０９

００円（通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたも

の。以下同じ。）である。 

ｉ 譲渡割額 ３３０万２７００円 

 地方消費税の譲渡割額は、ｈの差引税額１３２１万０９００円に１００分の

２５（地方税法７２条の８３）を乗じた金額３３０万２７００円である。 

ｊ 消費税及び譲渡割額の合計金額 １６５１万３６００円 

 消費税及び譲渡割額の合計金額は、ｈの差引税額１３２１万０９００円とｉ

の譲渡割額３３０万２７００円との合計金額１６５１万３６００円である。 

ｋ 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額 

 １０１４万７４００円 

 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額は、ｊの消費税及

び譲渡割額の合計金額１６５１万３６００円から、原告会社が確定申告におい

て申告した差引税額５０９万３０００円と譲渡割額１２７万３２００円とを

差し引いた金額１０１４万７４００円である。 

(イ) 平成１１年３月期の消費税等に係る重加算税の額 

 重加算税の額は、(ア)記載の平成１１年３月期の課税期間の更正処分により新

たに納付すべき税額１０１４万円（通則法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てたもの。）に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額３５

４万９０００円である（通則法６８条１項）。 

ウ 平成１２年３月期について 

 原告会社の平成１２年３月期の消費税等及び消費税等に係る重加算税の額は、以

下のとおりであり、平成１２年３月期の本件消費税等更正処分等は適法である。 

(ア) 平成１２年３月期の消費税等の額 

ａ 申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額） 

 ５億６８８４万７３０６円 

 原告会社が、平成１２年３月期の課税期間の確定申告において申告した課税

標準額５億４１７５万９０００円の基になった課税資産の譲渡等の対価の額

（税込み金額）は、５億６８８４万７３０６円である。 
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ｂ 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額 

 １億０４０４万３５３０円 

 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額は、

次の(a)及び(b)の合計金額から(c)の金額を差し引いた金額１億０４０４万３

５３０円である。 

(a) 売上繰延べによる売上計上過少額 １億３１８５万１８９２円 

(b) 売上除外による売上計上過少額 １１１３万４０７８円 

(c) 売上計上過大額 △３８９４万２４４０円 

ｃ 課税標準額 ６億４０８４万８０００円 

 消費税の課税標準額は、ａの申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）５億６８８４万７３０６円とｂの更正処分による課税資産の譲渡等の

対価の額（税込み金額）への加算額１億０４０４万３５３０円との合計金額６

億７２８９万０８３６円から、消費税等相当額を控除した金額６億４０８４万

８０００円（１０００円未満の端数を切り捨てたもの。）である。 

ｄ 課税標準に対する消費税額 ２５６３万３９２０円 

 消費税法２９条の規定により、ｃの課税標準額６億４０８４万８０００円に

１００分の４の税率を乗じて計算した金額２５６３万３９２０円である。 

ｅ 申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額） 

 ４億５０５１万３５８９円 

 原告会社が、確定申告において申告した控除対象仕入税額１７１６万２４２

２円の基になった課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）は、４億５０

５１万３５８９円である。 

ｆ 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額 ３４８５万３７２５円 

 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額は、次の(a)及び(b)の合計金額から(c)の金額を差し引いた金額３４８５

万３７２５円である。 

(a) 賃借料の架空計上 １３６０万円 

(b) 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２６５０万３７２５円 

① 外注加工費の架空計上否認 ３２４０万円 

② 外注加工費の容認 △５８９万６２７５円 

(c) 簿外による車輌購入代 △５２５万円 

ｇ 控除対象仕入税額 １５８３万４６６１円 

 控除対象仕入税額は、ｅの申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み金額）４億５０５１万３５８９円からｆの更正処分により課税仕入れに係る

支払対価の額（税込み金額）から減算する金額３４８５万３７２５円を差し引

いた金額４億１５６５万９８６４円に１０５分の４を乗じて計算した金額１

５８３万４６６１円である。 

ｈ 差引税額 ９５２万１９００円 

 差引税額は、ｄの課税標準額に対する消費税額２５６３万３９２０円からｇ
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の控除対象仕入税額１５８３万４６６１円と確定申告において申告した貸倒

れに係る税額２７万７３１２円とを差し引いた金額９５２万１９００円（１０

０円未満の端数を切り捨てたもの。）である。 

ｉ 譲渡割額 ２４４万１３００円 

 地方消費税の譲渡割額は、ｄの課税標準に対する消費税額２５６３万３９２

０円から、ｇの控除対象仕入税額１５８３万４６６１円と確定申告において申

告した貸倒れに係る税額２７万７３１２円のうち３万３８１５円（税率４パー

セント適用分の金額）とを差し引いた金額９７６万５４００円（通則法１１９

条１項）となるから、譲渡割額は、課税標準額となる消費税額９７６万５４０

０円に１００分の２５（地方税法７２条の８３）を乗じた金額２４４万１３０

０円である。 

ｊ 消費税及び譲渡割額の合計金額 １１９６万３２００円 

 消費税及び譲渡割額の合計金額は、ｈの差引税額９５２万１９００円とｉの

譲渡割額２４４万１３００円との合計金額１１９６万３２００円である。 

ｋ 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額 

 ６６１万４１００円 

 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額は、ｊの消費税及

び譲渡割額の合計金額１１９６万３２００円から、原告会社が確定申告におい

て申告した差引税額４２３万０６００円と譲渡割額１１１万８５００円とを

差し引いた金額６６１万４１００円である。 

(イ) 平成１２年３月期の消費税等に係る重加算税の額 

 重加算税の額は、(ア)記載の平成１２年３月期の課税期間の更正処分により新

たに納付すべき税額６６１万４１００円（通則法１１８条３項の規定により１万

円未満の端数を切り捨てたもの。）に１００分の３５の割合を乗じて計算した金

額２３１万３５００円である（通則法６８条１項）。 

エ 原告会社は、調査時点において、帳簿、証ひょう類の提示等は行っており、仮装

や隠ぺいの事実はない旨主張するが、争点(3)についての被告の主張ウ(ア)記載の

とおり、隠ぺい等の判断の基準時は、法定申告期限内に申告書が提出されている場

合はその提出時であるから（通則法６８条１項）、原告会社の主張は理由がない。 

（原告会社の主張） 

 本件各法人税更正処分は、処分行政庁の誤った事実認識に基づいて算定されたも

のであるから、本件各消費税等更正処分や消費税等に係る本件各重加算税賦課決定

処分にも正当性はない。 

 仮に、法人税と消費税等との処分を別途判断するとしても、仮装隠ぺいの事実は

Ｃとの取引以外に存しない。 

 また、本件各消費税等賦課決定処分について、争点(3)についての原告会社の主

張イ(ア)記載のとおり、原告会社は、調査時点において、帳簿、証ひょう類の提示

等は行っており、仮装や隠ぺいの事実はない。 

(5) 本件納税告知処分等の適法性（争点(5)） 

（被告の主張） 
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ア 本件納税告知処分等は、原告会社がＢ共同組合から受け取った額面２９０９万０

０７２円の約束手形について、原告甲がこれを取り立てた結果、平成１１年３月に

原告甲名義の普通預金口座に入金されている同額の金員は、当該約束手形が原告甲

名義の口座で取立入金される根拠となるような経理処理は原告会社において何ら

されていないことから、同入金は、原告会社から原告甲に対する賞与の支給と認定

できるとしてされたものである。 

 これに対し、原告会社は、原告甲名義の普通預金口座に入金された上記金員は、

原告会社から原告甲への借入金の返済であると主張するが、それを根拠付ける経理

処理は何らされておらず、上記主張は理由がない。 

 なお、原告会社は、本件各法人税更正処分が違法であることをもって、本件納税

告知処分等が違法である旨主張するが、仮に前者が違法とされたとしても、それを

もって直ちに後者も違法となるものではないことについては、争点(2)についての

被告の主張記載のとおりである。 

イ 本件納税告知処分に係る平成１１年３月分の源泉所得税の内容は、以下のとおり

であり、本件納税告知処分は適法である。 

(ア) 支払認定額 ２９０９万００７２円 

 ア記載のとおり、原告会社がＢ共同組合から受け取った額面２９０９万００７

２円の約束手形について、原告甲がこれを取り立てた結果、平成１１年３月に原

告甲名義の普通預金口座に入金されている金額２９０９万００７２円につき、原

告会社から原告甲に対する賞与の支給と認定できるものである。 

(イ) 本税額 ８９０万９３６４円 

 支払認定額に対する源泉所得税額は、所得税法１８６条２項１号の規定に基づ

き、所得税法別表第二の甲欄（扶養親族等の数）「０人」の欄に下記ａの金額２

８５万９５４７円を適用して計算した金額７６万９６０７円から下記ｂの金額

２万７１６０円を差し引いた金額７４万２４４７円に１２を乗じて計算した金

額８９０万９３６４円である。 

ａ 支払認定額の所得税法別表第二の甲欄適用金額 ２８５万９５４７円 

 支払認定額の税額を算出するに当たっては、所得税法別表第二を適用するこ

ととなるが、その金額は、(ア)の支払認定額２９０９万００７２円が原告甲の

平成１１年２月に支払われた役員報酬額５０万円の１０倍相当額を超えてい

ることから、所得税法１８６条２項１号の規定により、支払認定額２９０９万

００７２円を１２で除して計算した金額２４２万４１７２円と平成１１年２

月に支払われた役員報酬額５０万円との合計額２９２万４１７２円から、社会

保険料の金額６万４６２５円を控除した金額２８５万９５４７円である（所得

税法１８８条）。 

ｂ 役員報酬の源泉所得税額 ２万７１６０円 

 原告会社は、平成１１年２月中に原告甲に支払った役員報酬額５０万円から

社会保険料の金額６万４６２５円を控除した金額４３万５３７５円に対する

源泉所得税額２万７１６０円を源泉徴収している（所得税法１８８条）。 

ウ ア記載の本件納税告知処分に係る源泉所得税についての不納付加算税の額は、納
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税告知により新たに納付すべき本税額８９０万円（通則法１１８条３項の規定によ

り１万円未満の端数を切り捨てたもの。）に１００分の１０の割合を乗じて計算し

た金額８９万円となるから、本件不納付加算税賦課決定処分は適法である。 

（原告会社の主張） 

ア 本件納税告知処分について 

 争点(3)についての原告会社の主張記載のとおり、本件各法人税更正処分は違法

であることから、これと関連してされた原告会社に対する本件納税告知処分も違法

である。 

 また、処分行政庁は、資金の移動において、借入金の返済とすべきところ当該記

載を失念したことをもって賞与と認定しており、事実認定に誤認がある。 

イ 本件不納付加算税賦課決定処分について 

 原告会社に対する不納付加算税の賦課決定処分についても、争点(3)についての

原告会社の主張イ記載のとおり、原告会社は、調査時点において、帳簿、証ひょう

類の提示等は行っており、仮装や隠ぺいの事実はない。 

(6) 原告甲に対する本件更正処分等の適法性（争点(6)） 

（被告の主張） 

ア 争点(5)についての被告の主張記載のとおり、原告会社がＢ共同組合から受け取

った額面２９０９万００７２円の約束手形について、原告甲がこれを取り立てた結

果、平成１１年３月に原告甲名義の普通預金口座に入金されている金額２９０９万

００７２円につき、原告会社から原告甲に対する賞与の支給と認定できるものであ

る。 

 なお、原告甲は、本件各法人税更正処分が違法であることをもって、原告甲に対

する本件更正処分等も違法となる旨主張するが、仮に前者が違法とされたとしても、

それをもって直ちに後者も違法となるものではないことについては、争点(2)につ

いての被告の主張記載のとおりである。 

イ 原告甲の平成１１年分所得税の額について 

 原告会社の平成１１年分所得税の額は、以下のとおりとなり、原告甲に対する本

件更正処分等は適法である。 

(ア) 申告総所得金額 １１０５万２６８０円 

 原告甲の平成１１年分の所得税の確定申告書における総所得金額は、下記(イ)

の営業所得金額２６８万２６８０円と下記(ウ)の給与所得金額８３７万円との

合計額である。 

(イ) 営業所得金額 ２６８万２６８０円 

 営業所得金額は、平成１１年中にホテルＫの宿泊料として受領した６９４万５

６３６円、ホテルの飲料収入として受領した４２万８１９７円及び雑収入等によ

る収入５万２２５２円の合計金額７４２万６０８５円から、売上原価２３万７３

６１円を差し引いた金額７１８万８７２４円から平成１１年中の経費合計額４

５０万６０４４円を差し引いた金額２６８万２６８０円である。 

(ウ) 給与所得金額 ８３７万円 

 給与所得金額は、原告会社から受領した役員報酬の額１０００万円とＢ共同組
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合から受領した役員報酬６０万円との合計額１０６０万円から所得税法２８条

２項の規定に基づき給与所得控除額を控除した金額８３７万円である。 

(エ) 申告納税額 ７３万１２００円 

 原告甲が平成１１年分の所得税の確定申告において申告した申告納税額は７

３万１２００円である。 

(オ) 更正処分による総所得金額に加算される賞与金額 

 ２９０９万００７２円 

 原告会社がＢ共同組合から受け取った額面額２９０９万００７２円の約束手

形を、原告甲が平成１１年３月に原告甲名義の普通預金口座で取り立てているこ

とから、原告会社からの賞与と認定された金額２９０９万００７２円である。 

(カ) 総所得金額 ３８６８万８２４８円 

 総所得金額は、(オ)の更正処分による総所得金額に加算される賞与金額２９０

９万００７２円と(ウ)の役員報酬合計額１０６０万円との合計金額３９６９万

００７２円から、所得税法２８条２項の規定に基づき、給与所得控除を控除した

金額３６００万５５６８円と(イ)の営業所得金額２６８万２６８０円との合計

金額３８６８万８２４８円となる。 

(キ) 所得控除の金額 １１８万８９３９円 

 原告甲が平成１１年分の所得税の確定申告書において申告した所得控除の金

額は、社会保険料控除の金額８０万８９３９円と基礎控除の金額３８万円との合

計額１１８万８９３９円である。 

(ク) 課税総所得金額 ３７４９万９０００円 

 課税総所得金額は、(カ)の総所得金額３８６８万８２４８円から、(キ)の所得

控除の金額１１８万８９３９円を差し引いた金額３７４９万９０００円（通則法

１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てたもの。）となる。 

(ケ) 課税される所得金額に対する税額 １１３８万４６３０円 

 所得税法８９条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）

の規定により(ク)の課税総所得金額３７４９万９０００円に対する所得税の額

を計算すると、課税総所得金額のうち３３０万円以下の金額に１００分の１０の

割合を乗じて計算した金額３３万円、課税総所得金額のうち３３０万円を超えて

９００万円以下の金額に１００分の２０の割合を乗じて計算した金額１１４万

円、課税総所得金額のうち９００万円を超えて１８００万円以下の金額に１００

分の３０の割合を乗じて計算した金額２７０万円、課税総所得金額のうち１８０

０万円を超える金額に１００分の３７（所得税法においては１００分の４０と規

定されているが、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人

税の負担軽減措置に関する法律」（平成１１年法律第８号（平成１８年法律第１

０号により廃止）。以下「負担軽減措置法」という。）４条により１００分の３７

となる。）の割合を乗じた金額７２１万４６３０円の合計額１１３８万４６３０

円である。 

(コ) 更正処分により納付すべき税額 ７４万６３００円 

 更正処分により納付すべき税額は、(ケ)の課税される所得金額に対する税額１
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１３８万４６３０円から、負担軽減措置法６条２項の規定により定率減税額２５

万円と(ウ)及び(オ)の各役員報酬等の合計額３９６９万００７２円に係る源泉

徴収された所得税の額９６５万７０６４円との合計額９９０万７０６４円を差

し引いた金額１４７万７５００円（通則法１１９条１項の規定により１００円未

満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）から(エ)の申告納税額７３万１２００

円を差し引いた金額７４万６３００円である。 

(サ) 平成１１年分の所得税に係る過少申告加算税の額 ７万４０００円 

 過少申告加算税は、(コ)の更正処分により納付すべき税額７４万円（１万円未

満を切り捨てたもの。）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である（通

則法６５条１項）。 

（原告甲の主張） 

ア 原告甲に対する本件更正処分 

 争点(3)についての原告会社の主張記載のとおり、本件各法人税更正処分は違法

であることから、これと関連してされた原告会社に対する本件納税告知処分も違法

である。 

 また、原告甲に対する本件更正処分は、本件納税告知処分等に関連する処分であ

り、当然その正当性はない。 

イ 原告甲に対する過少申告加算税の賦課決定処分 

 原告甲に対する過少申告加算税の賦課決定処分についても、争点(3)についての

原告会社の主張イ記載のとおり、調査時点において、帳簿、証ひょう類の提示等は

行っており、仮装や隠ぺいの事実はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件青色申告承認取消処分の適法性（争点(1)）について 

(1) 原告会社が処分行政庁から青色申告書の提出承認を受けていたこと、原告会社は、

平成１１年３月期及び平成１２年３月期の法人税について、各法定申告期限までに青

色申告書による確定申告をし、処分行政庁が、平成１４年６月２６日付けで、平成１

１年３月期以後の原告会社に係る法人税の青色申告承認取消処分（本件青色申告承認

取消処分）をしたことは、前提事実(1)ないし(3)記載のとおりである。 

 処分行政庁は、本件青色申告承認取消処分に係る本件取消通知書において、同取消

しの理由として、①Ｂ組合（これがＢ共同組合を指すことは明白であり、理由附記不

備の違法がないことは、後記認定のとおり。）との取引（売上高）、②Ｃとの取引（主

要材料費）、③Ｄとの取引（賃借料・外注加工費・修繕費）、④Ｅとの取引（外注加工

費）、及び、⑤原告会社の無限責任社員原告甲の短期借入金の５項目を挙げており（前

提事実(4)）、本訴における本件青色申告承認取消処分の適法性を基礎付ける被告の主

張もこれと同様である。 

 以下、本件青色申告承認取消処分の適法性について検討する。 

ア Ｂ共同組合との取引（売上高）について 

(ア) 平成１１年３月期における原告会社のＢ共同組合に対する売上高が４億０

０２３万５９３０円であるのに対し、原告会社の帳簿書類に記載されている売上

高が３億０６４３万１１８７円であり、その差額９３８０万４７４３円が売上高
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に計上されていないことは、当事者間に争いがない。 

 この点、原告会社は、上記のような差額が生じたのは、当時の経理担当者及び

依頼していた税理士から帳簿等の返還がされず、やむなく、原告会社において記

載していた出荷実績表を集計し、決算書作成に至ったことによるのであって、故

意に売上金額を過少にしたものではない旨主張する。 

 しかしながら、この点、かつて原告会社に税理士として関与していた税理士Ｌ

（以下「Ｌ税理士」という。）は、沖縄国税事務所の国税訟務官による聴取に対

し、原告会社には平成１１年２月まで税理士として関与していた、日々の取引に

ついては、原告会社の経理担当者にＴＫＣの会計伝票（３枚複写で、１枚の会計

伝票と２枚の補助元帳からなるもの）を作成してもらい、その会計伝票を毎月回

収し、Ｌ税理士の事務所でコンピュータに入力していた、入力が終わった会計伝

票はすべて原告会社に返していた、原告会社から会計伝票以外の帳簿を預かるこ

とは一切なかった、原告会社の無限責任社員である原告甲から、平成１１年３月

１０日に、同年２月末日をもって顧問契約を解除するとして、顧問契約を打ち切

られた、原告会社への関与をやめた平成１１年２月までの会計伝票はすべて原告

会社に返している、Ｌ税理士は原告会社の平成１１年３月期の税務申告には関与

しておらず、同申告に関し、原告会社から、原告会社の帳簿書類又は決算データ

を提供してほしい旨の要請もなかった旨の供述をしている（乙５０、６０）。こ

れに対し、原告甲の供述は、Ｌ税理士に対し、帳簿を返してくれと言ったと思う

が、薄々しか分からない、何を返してくださいと言ったかも記憶していない、平

成１１年３月期の申告も税理士任せだから記憶にもない、同申告はＬ税理士から

引き継いだＰ税理士がしたと思うが、どのようにして申告したかは覚えていない

（原告会社代表者兼原告甲本人（以下、単に「原告甲本人」という。））などと、

あいまいなものであって、上記原告会社が主張するような事実関係を認めること

はできない。 

 そして、証拠（乙１９、２０）によれば、Ｂ共同組合から原告会社に対し、毎

月２回（毎月１日から１５日までの分と１６日から月末までの分）、「売上・仕

入・支払明細書」が送付されており、原告会社の総勘定元帳（売掛金）にも、計

上されなかったものを除いては、上記「売上・仕入・支払明細書」と同額の計上

がされていること、原告会社のＢ共同組合への売上げは、上記「売上・仕入・支

払明細書」が送付されてくる各半月ごとに常に存したにもかかわらず、平成１０

年６月１６日から同月３０日までの取引期間については４２４万１３４９円、同

年１２月１日から同月１５日までの取引期間については３０９５万２４４６円、

同月１６日から同月３１日までの取引期間については２３７９万９７４１円、平

成１１年２月１日から同月１５日までの取引期間については３４８１万１２０

７円がいずれも未計上となっており、これら各取引期間に係るＢ共同組合への売

上げの計上はないこと、これら未計上額の合計は９３８０万４７４３円となり、

この未計上額は、平成１１年３月期の売上合計４億００２３万５９３０円の約２

３．４パーセントにも達することがそれぞれ認められる。 

 これらからすると、原告会社は、Ｂ共同組合との取引内容を認識しながら、平

【判示(1)】 
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成１１年３月期におけるＢ共同組合との取引（売上げ）の一部を隠ぺいして総勘

定元帳に記載をしたものと認めるのが相当である。 

(イ) 本件青色申告承認取消処分に係る取消通知書（本件取消通知書）には、同取

消処分の基因となった事実として、「Ｂ組合（Ｂ組合）との取引（売上高）」と記

載されていることは、前提事実(4)記載のとおりであるところ、原告会社は、本

件取消通知書に原告会社との間の取引の相手方として記載された「Ｂ組合」（Ｂ

組合）は存在せず、処分理由に虚偽や理由附記の不備があるなどとして、本件青

色申告承認取消処分は違法である旨主張する。 

 そこで検討するに、税務署長が青色申告書提出承認取消しの処分（法人税法１

２７条１項）をする場合、当該法人に対し、書面によりその旨を通知しなければ

ならず、その書面には、同取消処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該

当するかを附記しなければならない（平成１２年法律第９６号による改正前の同

条２項（同改正後の同条３項））。このように、青色申告承認取消通知書に理由の

附記が命じられているのは、承認の取消しが同承認を得た法人に認められる納税

上の種々の特典（前５事業年度内（平成１６年法律第１４号による改正前の法人

税法５７条１項）の欠損金額の繰越し、推計課税の禁止、更正理由の附記等）を

はく奪する不利益処分であることにかんがみ、取消事由の有無についての処分庁

の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、取消しの理由

を処分の相手方に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与えるためで

あって、そこにおいて要求される附記の内容及び程度は、特段の理由のない限り、

いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたのかを、処

分の相手方においてその記載自体から了知し得る程度のもので足りる（最高裁判

所昭和●●年（○○）第●●号同４９年４月２５日第一小法廷判決・民集２８巻

３号４０５頁参照）。 

 これを本件についてみるに、原告会社とＢ共同組合との取引の内容は(ア)記載

のとおりであって、平成１１年３月期には４億円余の取引（原告会社の売上げ）

があり、Ｂ共同組合から原告会社に対し、毎月２回（毎月１日から１５日までの

分と１６日から月末までの分）、「売上・仕入・支払明細書」が送付されており、

原告会社においても、計上を除外したものを除いては、総勘定元帳（売掛金）に

上記「売上・仕入・支払明細書」と同額の計上がされているところである。そし

て、証拠（乙１９）によれば、原告会社自身、その総勘定元帳に記載するに際し、

しばしば「コンクリートＢ組合」と記載していることが認められる。また、本件

取消通知書の記載内容も、前提事実(4)ア記載のとおり、平成１１年３月期の原

告会社とＢ共同組合との取引内容を詳細に記載し、その内容を示すものとして、

平成１０年４月から平成１１年３月まで、各月前半（１日から１５日まで）と後

半（１６日から月末まで）の各取引期間ごとの、原告売上高計上年月日、原告売

上高計上額、Ｂ組合の計上額及び原告売上高未計上額をそれぞれ一覧表の形で示

すなどしているのであって、証拠（乙６、１９、２０）によれば、同一覧表の記

載内容は、Ｂ共同組合から原告会社に送付される「売上・仕入・支払明細書」及

び原告会社の総勘定元帳の記載内容に沿うものであることが認められる。さらに、

【判示(2)】 
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原告甲自身、Ｂ組合という組織はない旨供述し、また、Ｂ共同組合のことを、い

つも「組合」としか言わない旨供述している（原告甲本人）。これらからすれば、

本件取消通知書の記載内容から、同通知書に記載された「Ｂ組合」との記載が、

Ｂ共同組合を指すことは、本件取消通知書の交付を受けた原告会社にとって極め

て容易に了知できるものであり、このような極めて明白な誤記をもって、本件青

色申告承認取消処分について、理由附記不備の瑕疵が存するものということは到

底できない。 

 また、上記のとおり、本件青色申告承認取消処分は、原告会社とＢ共同組合と

の取引に係る売上計上除外を１つの理由としていることは明らかであるから、こ

れが原告会社とＢ組合との虚偽の取引を根拠とするものであるとして、その違法

をいう原告会社の主張は失当である。 

イ Ｃとの取引（主要材料費）について 

 Ｃに対する主要材料費として計上した２２７９万６９２２円の取引の事実がな

かったことは、当事者間に争いがない。 

 そして、原告会社自身、この点について、予定していた材料仕入れが履行前に取

り消されたものである旨主張するところである。 

 この点、原告会社は、処理方法は、前税理士と相談の上で行った旨主張し、原告

甲の陳述書（甲１）には、これに沿う記載がある。しかしながら、原告甲は、その

本人尋問において、税理士から、税務申告のときの手続について、何か言われたか

どうか覚えていない、上記陳述書の記載内容についても記憶がない旨供述しており

（原告甲本人）、これら原告甲の供述内容に照らせば、Ｃに対する主要材料費の計

上が、税理士の指導助言に基づいてされたものということはできず、同計上は、取

引事実のない金額を主要材料費とするために仮装の経理処理を行ったものと認め

るのが相当である。 

ウ Ｄとの取引（賃借料・外注加工費・修繕費）について 

 原告会社が、平成１１年３月３１日にＤとの取引として、①賃借料１１４４万５

０００円、②外注加工費１１５９万２０００円、③修繕費２２２５万０９７０円を

帳簿書類に計上していることは、原告らも特に争っていない。そして、これら計上

について、被告は、取引の事実はなく、金銭の支払等がされた事実もない旨主張す

るのに対し、原告会社は、取引の事実はあるとし、また、支払を行っていないのに

は正当な理由がある旨主張している。 

 そこで検討するに、Ｄの代表取締役であり、原告甲の二男であるＱは、沖縄国税

事務所の財務事務官からの質問に対し、原告会社との平成１０年４月以降の取引の

内容は、同聴取書（乙３７）添付の請求書のとおりであって、それ以外にはなく、

原告会社が計上している上記賃借料、外注加工費及び修繕費についての請求はない

旨応答している（乙３７）。これに対し、原告甲は、上記原告会社の主張に沿う陳

述ないし供述をする（甲１、原告甲本人）ものの、同計上に係る取引が存したこと

を裏付けるような資料の提出はせず、経理を行っていた丙が作成していた原告会社

の帳簿は、丙による不正経理が発覚したため、腹が立って、平成１４年ないし平成

１５年の台風の時に焼却した（陳述書（甲１）では平成１５年と記載。本人尋問で

【判示(3)】 

【判示(4)】 

【判示(5)】 
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は、いずれかは記憶にないとする。）とする（甲１、乙２３、２４、原告甲本人）。

しかしながら、丙による不正経理が発覚したというのであれば、その不正経理を証

する帳簿等を焼却するとは考え難いところであって、これを焼却したとする原告甲

の上記陳述や供述等は、到底信用できない。 

 以上からすると、Ｄとの取引として原告会社が平成１１年３月３１日に計上した

上記賃料、外注加工費及び修繕費に係る取引の事実はなく、したがって、その支払

もされておらず、原告会社は、これらについて仮装の経理処理を行ったものと認め

るのが相当である。 

エ Ｅに対する外注加工費について 

 原告会社が、平成１１年３月３１日にＥ（乙が個人として運送業を営むに当たり

使用する名称）に対する配送委託費として、合計１６２５万４９４５円を帳簿書類

の外注加工費勘定に計上していることは、原告らも特に争っていない。そして、こ

れら計上について、被告は、取引の事実はなく、金銭の支払等がされた事実もない

旨主張するのに対し、原告会社は、取引（運送）の事実があり、対価の支払もある

旨主張している。 

 そこで検討するに、Ｅを営んでいた乙は、平成１０年１２月２日に死亡しており、

また、乙は、遅くとも平成６年ころからは、アルコール中毒で仕事ができず、運送

業はしていなかったところ（乙２２）、原告会社は、代表者の乙に代わり、丁が中

心となって、Ｅの業務を行っていた旨主張し、これに沿う陳述ないし供述をする（甲

１、原告甲本人）。 

 しかしながら、丁は、沖縄国税事務所の国税訟務官に対し、平成１０年１０月ま

でＧないしＥ（なお、Ｇの実質的経営者は原告甲であり、Ｅも、原告甲が名義を買

ったものである。）で働いていたが、その間、毎月２０万円程度の給料をもらって

いたのみで、原告会社から、平成１０年４月及び同年１０月から平成１１年３月ま

での７か月間で約１６００万円もの支払を受けたことはない、平成１０年１０月に

はＧ（Ｅ）を辞めており、その後にＥの仕事を請けることができるはずがない旨申

述する（乙５４）のに対し、原告会社からは、上記計上に係る取引が存したことを

裏付けるような資料の提出はなく、かえって、原告甲は、Ｅないし丁からの請求書

や領収証等は焼却したなどと不自然な供述をするところであって（原告甲本人）、

上記原告甲の陳述ないし供述は信用できない。 

 以上からすると、Ｅに対する配送委託費として原告会社が平成１１年３月３１日

に計上した外注加工費に係る取引の事実はなく、したがって、その支払もされてお

らず、原告会社は、これらについて仮装の経理処理を行ったものと認めるのが相当

である。 

オ 原告会社の無限責任社員原告甲の短期借入金について 

 被告は、平成１１年３月３１日に計上された原告甲名義の短期借入金７３３６万

６４８５円は、原告会社の帳簿書類が取引の発生の都度に記載されておらず、また、

売掛金、受取手形、買掛金、支払手形勘定等の記帳額が取引に基づく正確な金額で

ないことから、平成１１年３月期の事業年度終了時における貸借の金額に不一致が

生じ、その調整を図る目的で計上したものと認められ、全く実態のないものである

【判示(6)】 
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旨主張するところ、この点については、原告会社は特に争っていない。 

(2) 以上検討したところによれば、原告会社は、平成１１年３月期に係る帳簿書類の

備付け、記録又は保存を法人税法施行規則５５条２項で定めるところに従って行わず

（法人税法１２７条１項１号）、また、平成１１年３月期に係る帳簿書類に取引の全

部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した（同項３号）ものと認められるから、処

分行政庁がした本件青色申告承認取消処分は適法である。 

２ 本件各法人税更正処分及び法人税に係る本件各重加算税賦課決定処分の適法性（争点

(3)）について 

(1) 平成１１年３月期の本件法人税更正処分等について 

ア 平成１１年３月期の本件法人税更正処分について 

(ア) Ｂ共同組合に係る売上除外について 

 １(1)ア(ア)記載のとおり、平成１１年３月期における原告会社のＢ共同組合

に対する売上高が４億００２３万５９３０円であるのに対し、原告会社の帳簿書

類に記載されている売上高が３億０６４３万１１８７円であり、その差額９３８

０万４７４３円が売上高に計上されず、売上げから除外されている。 

(イ) 修正仕分否認分について 

 原告会社が、平成１１年３月３１日、総勘定元帳（売上高）の同日付け「摘要」

欄の「売上高修正（現場実績表より）」との記載を根拠に、売上高３８４５万９

０７５円を減額した経理処理を行っていることは、原告会社も特に争っていない。 

 この点につき、原告会社からは、このような経理処理を根拠付ける資料が何ら

提出されておらず、また、原告甲は、経理担当者であった丙とのトラブルのため、

現場実績表等の書類はないなどとあいまいかつ不自然な説明をするのみである

から（乙２４）、上記売上高３８４５万９０７５円の減額処理も実体を伴わずに

根拠なく行われたものと認めるのが相当である。 

(ウ) Ｃに対する主要材料費について 

 １(1)イ記載のとおり、Ｃに対する主要材料費として２２７９万６９２２円が

架空計上されている。 

(エ) Ｄに対する賃借料、外注加工費及び修繕費について 

 １(1)ウ記載のとおり、平成１１年３月３１日にＤとの取引として、①賃借料

１１４４万５０００円、②外注加工費１１５９万２０００円、③修繕費２２２５

万０９７０円が架空計上されている。 

(オ) Ｅに対する外注加工費について 

 １(1)エ記載のとおり、平成１１年３月３１日にＥに対する外注加工費として、

合計１６２５万４９４５円が架空計上されている。 

(カ) 以上の(ア)ないし(オ)に加え、平成１１年３月期の原告会社による法人税の

申告内容（前提事実(2)）及び弁論の全趣旨によれば、平成１１年３月期の原告

会社の法人税の額は、以下のとおりとなるから、処分行政庁が原告会社に対して

した平成１１年３月期の本件法人税更正処分は適法である。 

ａ 申告所得金額 ２１５３万２００６円 

 原告会社が平成１１年３月期の確定申告において申告した所得金額は、２

【判示(7)】 
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１５３万２００６円である。 

ｂ 更正処分の申告所得金額への加算金額 ２億１３０９万６６５５円 

 更正処分の申告所得金額への加算金額は、以下の(a)ないし(e)の金額を合

計した２億１３０９万６６５５円となる。 

(a) 売上除外による売上計上漏れ １億３２２６万３８１８円 

(b) 主要材料費の架空計上 ２２７９万６９２２円 

(c) 賃借料の架空計上 １１４４万５０００円 

(d) 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２４３３万９９４５円 

① 外注加工費の架空計上否認 ２７８４万６９４５円 

 内訳：Ｅとの間の取引分 １６２５万４９４５円 

 Ｄとの間の取引分 １１５９万２０００円 

② 外注加工費の容認（Ｄ） △３５０万７０００円 

(e) 修繕費の架空計上 ２２２５万０９７０円 

ｃ 所得金額 ２億３４６２万８６６１円 

 所得金額は、ａ及びｂの金額を合計した２億３４６２万８６６１円となる。 

ｄ 法人税の額 ８０１８万６６６０円 

 法人税の額は、法人税法６６条の規定により、ｃの所得金額２億３４６２

万８０００円（通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切

り捨てたもの。）に対し、うち８００万円に１００分の２５の税率を乗じて

計算した金額２００万円と、残額２億２６６２万８０００円に１００分の３

４．５の税率を乗じて計算した金額７８１８万６６６０円とを合計した８０

１８万６６６０円となる。 

ｅ 課税留保金に対する税額 ２６０万２０００円 

 課税留保金に対する税額は、法人税法６７条の規定により、法人税別表三

(一)「同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」を使用して

計算した平成１１年３月期の課税留保金額２６０２万円に、１００分の１０

の税率（課税留保金額が３０００万円以下の場合の税率）を乗じて計算した

金額２６０万２０００円となる。 

ｆ 所得税額の控除額 ６２７９円 

 法人が各事業年度において所得税法１７４条の規定により源泉徴収され

た利子又は配当等の支払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課

される所得税の額は、政令で定めるところにより法人税の額から控除される

（法人税法６８条１項）ところ、原告会社が平成１１年３月期において源泉

徴収された利子又は配当等について受けた支払に係る所得税の額は６２７

９円であり、同額がｄの法人税の額から控除される。 

ｇ 更正処分により納付すべき法人税額 ７６１２万０１００円 

 更正処分により納付すべき法人税額は、ｄの金額に、ｅの金額を加算し、

ｆの金額を減算した８２７８万２３００円（通則法１１９条１項の規定によ

り１００円未満の端数を切り捨てたもの。）から、差引所得に対する法人税

額６６６万２２００円を差し引いた７６１２万０１００円である。 
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イ 平成１１年３月期の法人税に係る本件重加算税賦課決定処分について 

 重加算税は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき

事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところ

に基づき納税申告書を提出したとき等に課されるものであるところ（通則法６８

条）、１(1)及び２(1)アで認定したところによれば、原告会社の平成１１年３月期

におけるＢ共同組合に係る売上除外、売上高修正（現場実績表より）を根拠とする

売上高の減額処理、Ｃに対する主要材料費の架空計上、Ｄに対する賃借料、外注加

工費及び修繕費の架空計上並びにＥに対する外注加工費の架空計上は、いずれも、

当該事業年度における売上の一部を除外して帳簿書類に記載せず、又は帳簿書類に

虚偽の支出を記載したものであって、かかる原告会社の行為は、法人税の課税標準

等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に該当するものと認

められる。 

 そして、ア記載の平成１１年３月期における原告会社の法人税の過少申告額に照

らせば、重加算税の額は、ア記載の法人税の更正処分により納付すべき税額７６１

２万０１００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨

てた後の金額７６１２万円に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額２６６

４万２０００円となる（通則法６８条１項）から、処分行政庁が原告会社に対して

した平成１１年３月期の法人税に係る本件重加算税賦課決定処分は適法である。 

(2) 平成１２年３月期の本件法人税更正処分等について 

ア 平成１２年３月期の本件法人税更正処分について 

(ア) Ｂ共同組合に係る売上繰延べについて 

 証拠（乙３８、３９）によれば、平成１２年３月期における原告会社とＢ共同

組合との取引のうち、①平成１１年１２月１６日ないし同月３１日取引分の２４

９９万５７４４円（税込み）、②平成１２年１月１６日ないし同月３１日取引分

の３４８０万３４８９円（税込み）、③同年２月１日ないし同月１５日取引分の

４０１２万３４１９円（税込み）、④同年３月１６日ないし同月３１日取引分の

３１９２万９２４０円（税込み）の合計１億３１８５万１８９２円（税抜き金額

１億２５５７万３２３０円）の取引分について、平成１２年３月期の売上げに計

上せず、翌事業年度である平成１３年３月期の売上げとして繰延べ計上している

ことが認められる。 

 そして、証拠（乙２０、３８、３９、４１）によれば、Ｂ共同組合から原告会

社に対し、毎月２回（毎月１日から１５日までの分と１６日から月末までの分）、

「売上・仕入・支払明細書」が送付されており、原告会社のＢ共同組合への売上

げは、上記「売上・仕入・支払明細書」が送付されてくる各半月ごとに常に存し

たにもかかわらず、上記認定の各取引分については、平成１２年３月期には、こ

れら各取引期間に係るＢ共同組合への売上げの計上がされていないこと、これら

売上繰延べの合計額は１億３１８５万１８９２円と多額にのぼっていること、原

告会社の経理担当者（Ｍ）は、原告会社とＢ共同組合との平成１２年３月期の取

引内容を一覧表にした売上表（同売上表の記載内容は、上記「売上・仕入・支払

明細書」にほぼ沿うものであり、いずれの取引期間についてもＢ共同組合に対す
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る売上げが記載されている。）を所持していたことがそれぞれ認められる。 

 これらからすると、原告会社は、Ｂ共同組合との取引内容を認識しながら、平

成１２年３月期におけるＢ共同組合との取引（売上げ）について、利益調整のた

め、意図的に過少計上し、平成１３年３月期に繰延べしたものと認めるのが相当

である。 

(イ) 紛失手形相殺について 

 原告会社が、平成１１年４月３０日付けで、総勘定元帳（売上高）に「紛失手

形 二重計上取消」と記載し、相手勘定を「短期貸付金」として、売上高１１１

３万４０７８円（税抜き金額は１０６０万３８８４円）を減額処理していること

は、原告会社も特に争っていない。 

 そして、原告会社は、平成１１年３月期以前に受取手形が二重に計上されてい

たこと及び当該受取手形に対応する売上高が平成１１年３月期以前に二重に計

上されていたことを示す根拠を何ら示しておらず、その他、上記経理処理を行っ

た理由についての説明もされていない。 

 以上によれば、原告会社の上記経理処理は、売上高の減少のためにされた架空

の経理処理を行ったものと認めるのが相当である。 

(ウ) 戊に対する賃借料について 

 平成１２年３月期における原告会社の戊に対する賃借料４９５万２３８１円

（税抜き金額。税込み金額は５２０万円）が計上されていることは、原告会社も

特に争っていない。 

 この点、原告会社は、戊に対する同支払は、賃借料の支払ではなく資産の購入

（燃料備蓄用のタンクローリー）であって、消防法との兼ね合いで購入と記載は

できないと判断したため、勘定科目を変えて処理したものである旨主張する。 

 しかしながら、資産の購入と賃借とは明らかに内容を異にするものであって、

資産（タンクローリー）を購入しながら、消防法との兼ね合いで購入できないた

め、賃借として処理したとの原告会社の主張は容易に信用し難いものというほか

ない。そして、戊名義の原告会社に対する平成１２年３月３１日付けの５２０万

円の請求書（乙２５）と平成１３年３月３１日付けの４８０万円の請求書（乙２

７）が存するものの、戊（原告会社経理担当者のＭの弟）は、沖縄国税事務所の

国税実査官からの電話聴取に対し、タンクローリーを所有していたことはないし、

タンクローリーの賃借料として上記各請求書を作成したことも、同請求書に係る

金員を受け取ったこともない旨述べている（乙５２）。 

 以上からすれば、戊から原告会社に対するタンクローリーの売却も賃貸も存し

ないものというべきであり、上記各請求書も架空の請求書であって、上記賃借料

は架空計上されたものと認めるのが相当である。 

 なお、原告会社は、一時の損金算入は認められないとしても、減価償却限度額

相当額は損金に算入されるべきである旨主張するが、上記のとおり、戊からのタ

ンクローリーの購入自体認められないのであるから、原告会社の同主張は、その

余の点について判断するまでもなく、その前提を欠くものであって、失当である。 

(エ) Ｈに対する賃借料について 

【判示(8)】 

【判示(9)】 

【判示(10)】 
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 平成１２年３月３１日付けで、原告会社のＨに対する賃借料８００万円（税抜

き金額）の計上がされていることは、原告会社も特に争っていない。 

 この点、原告会社は、原告会社工場内に砕石コンビナートを設置、移転する業

務をＨに依頼したものであって、Ｈに対する賃借料は、Ｈにクレーン、スカイマ

スター等での作業を依頼した対価である、取引の事実もあり、金銭の支払もある

旨主張し、原告甲はこれに沿う陳述ないし供述をする（甲１、原告甲本人）。 

 そこで検討するに、Ｈの原告会社に対する平成１２年３月３１日付けのクレー

ン車の賃貸料に係る８４０万円の請求書及びＨの原告会社に対する平成１３年

３月３０日付けのリース料としての２００万円、２４０万円、２００万円及び２

００万円の各領収証（合計８４０万円）が存在する（乙３０号証の添付資料）。 

 しかしながら、この点、Ｉは、沖縄国税事務所の担当官からの聴取に対し、Ｈ

は平成３年５月から休業状態である、会社を乗っ取られてからは、ＨとしてもＩ

個人としても、プラント設備や重機などの車両は一切所有していない、原告会社

にクレーン車などの重機をリースしたことはない、上記請求書や領収証をＨで作

成したことはない、Ｈの社印等を原告会社（経理担当のＭ）に預けていたことが

あり、上記請求書や領収証は原告会社が勝手に作成したものである旨の申述をし

ている（乙３０、５３、６１）。 

 これに対し、原告会社の主張自体、訴状においては、現実に賃借している物件

（水中ポンプ、クレーン、スカイマスター）があり、当該物件に係る賃借料であ

る旨主張していたのが、その後、２００６年（平成１８年）７月１３日付けの原

告らの準備書面(3)で、Ｈに対する賃借料は、Ｈにクレーン、スカイマスター等

での作業を依頼した対価である旨の主張がされているところであって、主張の変

遷がみられること、上記請求書や領収証に顕出されているＨの社印及び社判（ゴ

ム印）についても、原告らは、現在も預かっている社印及び社判は、上記請求書

や領収証に顕出された社印及び社判とは異なるものであることを証する報告書

（甲２）を提出するものの、上記請求書や領収証に顕出されているＨの社印や社

判に関する原告甲の供述は、あいまいなものであって、原告会社においてＨに関

する書類に印鑑を押すかどうかも、経理担当者に聞かなければ分からない旨供述

している（原告甲本人）。 

 これらからすれば、原告会社がＨに対して、クレーン等の重機を賃貸し、ある

いは、これら重機を使用しての作業を依頼していたものとは認められず、賃借料

として８４０万円が支払われた事実は存しないものであって、同賃借料は架空計

上されたものと認めるのが相当である。 

(オ) Ｊに対する外注加工費について 

 証拠（乙３、４３）及び弁論の全趣旨によれば、原告会社は、総勘定、元帳（外

注加工費）に、平成１２年３月３１日付けで、Ｏに対するクラッシャー移設工事

費３２４０万円を、相手科目を「買掛金」として借方に記載し、確定申告を行っ

ていること、これに対し、処分行政庁において、Ｏに対するクラッシャー移設工

事の依頼も、これに係る費用の支払も認められないとして、上記外注加工費の計

上を否認したところ、原告会社において、Ｊに対し、クラッシャー移設工事を依

【判示(11)】 
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頼し、現に費用も支払っているとの主張がされていることが認められる。 

 そこで検討するに、原告甲は、上記原告会社の主張に沿う陳述ないし供述をす

るところ（甲１、原告甲本人）、Ｊの原告会社に対する、クラッシャー移動費用

（基礎工事）としての平成１２年４月から同年５月にかけての計４枚の領収証

（合計３２４０万円）が存在し（乙４９の１ないし４）、さらに、Ｊ代表者のＮ

は、沖縄国税事務所の国税訟務官による電話聴取に対し、原告会社から依頼され

てクラッシャー移設工事を行い、工事代金も受領した旨述べている（乙５６）。 

 しかしながら、上記認定事実に照らせば、原告会社の主張を前提とすると、当

初Ｏに対してクラッシャー移設工事の依頼をし、そのため、Ｏに対するクラッシ

ャー移設工事費が外注加工費として計上されたものの、その後、Ｏに代わってＪ

がクラッシャー移設工事を行い、Ｊに対し同移設工事費が支払われたことになる

と解されるところ、Ｏの原告会社に対するクラッシャー移設費用（基礎工事）と

しての平成１２年４月から同年５月にかけての計４枚の領収証（合計３２４０万

円）（乙４５の１ないし４）や、発行名義人の記載がない、クラッシャー移設費

用（基礎工事）としての平成１２年４月から同年５月にかけての計４枚の領収証

（合計３２４０万円）（乙４６の１ないし４）や、発行名義人及び発行日付の記

載がない、クラッシャー移設基礎工事契約金としての９００万円の領収証（乙４

７）がそれぞれ存在するところであって、クラッシャー移設工事費用に係る領収

証の存在をもって、一概に同工事費用が支払われたものとは認め難い。また、上

記Ｎの応答の内容（乙５６）も、クラッシャー移設工事の内容は古くてはっきり

と覚えていない、領収証に書いてあるならそうなんじゃないか、はっきり分から

ないといった極めてあいまいな応答に終始している。さらに、Ｊは、資材等に係

る数万円ないし数十万円の取引についても、原告会社に対し請求書を発行してい

る（乙５７）のに対し、３２４０万円ものクラッシャー移設工事について契約書

も請求書も作成していない（乙５６）というのは不自然である。また、原告甲は、

Ｊが行った工事に不具合があり、クラッシャーが使えなくなった旨供述するとこ

ろ（原告甲本人）、そうであれば、Ｊに対する移設工事費の支払についても少な

くとも一部は留保するものと解されるところ、上記のとおり全額を支払ったとい

うのであり、しかも、原告甲は、このように不具合があったにもかかわらず全額

を支払った理由について、説得的な説明をしていない（原告甲本人）。 

 以上検討の結果によれば、原告会社がＪに対してクラッシャー移設工事を依頼

したものとは認められず、原告会社からＪに対する３２４０万円の支払の事実も

存しないものであって、同移設工事費は架空計上されたものと認めるのが相当で

ある。 

(カ) このほか、原告会社は、処分行政庁の調査手続に違法があった旨なども主張

するが、本件各証拠によっても処分行政庁の調査手続に瑕疵があることをうかが

わせる事情は認められず、原告会社の同主張は理由がない。 

(キ) 以上の(ア)ないし(カ)に加え、平成１２年３月期の原告会社による法人税の

申告内容（前提事実(2)）及び弁論の全趣旨によれば、平成１２年３月期の原告

会社の法人税の額は、以下のとおりとなるから、処分行政庁が原告会社に対して

【判示(12)】 



39 

した平成１２年３月期の本件法人税更正処分は適法である。 

ａ 申告所得金額 ２０７８万６９０３円 

 原告会社が平成１２年３月期の確定申告において申告した所得金額は、２０

７８万６９０３円である。 

ｂ 更正処分の申告所得金額への加算金額 １億１３８４万２６５５円 

 更正処分の申告所得金額への加算金額は、以下の(a)ないし(g)の金額を合計

した１億１３８４万２６５５円となる。なお、平成１２年３月期において、原

告会社は、税抜き処理をしており、以下の各金額も税抜き金額である。 

(a) 売上繰延べによる売上計上漏れ １億２５５７万３２３０円 

(b) 売上除外による売上計上漏れ １０６０万３８８４円 

(c) 売上過大計上 △３７０８万８０３８円 

(d) 賃借料の架空計上 １２９５万２３８１円 

 内訳：戊との間の取引分 ４９５万２３８１円 

 Ｈとの間の取引分 ８００万円 

(e) 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２５２４万１６４３円 

① 外注加工費の架空計上否認 ３０８５万７１４３円 

② 外注加工費の容認 △５６１万５５００円 

(f) 営業外収益・雑収入 ５５円 

(g) 事業税認定損 △２３４４万０５００円 

ｃ 所得金額 １億３４６２万９５５８円 

 所得金額は、ａ及びｂの金額を合計した１億３４６２万９５５８円となる。 

ｄ 法人税の額 ３９７４万８７００円 

 法人税の額は、法人税法６６条、負担軽減措置法１６条の規定により、ｃの

所得金額１億３４６２万９０００円（通則法１１８条１項の規定により１００

０円未満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）に対し、うち８００万円に１

００分の２２の税率を乗じて計算した金額１７６万円と、残額１億２６６２万

９０００円に１００分の３０の税率を乗じて計算した金額３７９８万８７０

０円とを合計した３９７４万８７００円となる。 

ｅ 課税留保金に対する税額 ４３７万６１００円 

 課税留保金に対する税額は、法人税法６７条の規定により、法人税別表三

(一)「同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」を使用して計

算した平成１２年３月期の課税留保金額３９１７万４０００円のうち、３００

０万円以下の金額に１００分の１０の税率を乗じて計算した金額３００万円

と、３０００万円を超えて１億円以下の金額９１７万４０００円に１００分の

１５の税率を乗じて計算した金額１３７万６１００円との合計金額４３７万

６１００円となる。 

ｆ 所得税額の控除額 ８万２４９０円 

 法人が各事業年度において所得税法１７４条の規定により源泉徴収された

利子又は配当等の支払を受ける場合に、これらにつき同法の規定により課され

る所得税の額は、政令で定めるところにより法人税の額から控除される（法人
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税法６８条１項）ところ、原告会社が平成１２年３月期において源泉徴収され

た利子又は配当等について受けた支払に係る所得税の額は８万２４９０円で

あり、同額がｄの法人税の額から控除される。 

ｇ 更正処分により納付すべき法人税額 ３８５２万９０００円 

 更正処分により納付すべき法人税額は、ｄの金額に、ｅの金額を加算し、ｆ

の金額を減算した４４０４万２３００円（１００円未満の端数を切り捨てたも

の。）から、差引所得に対する法人税額５５１万３３００円を差し引いた３８

５２万９０００円となる。 

イ 平成１２年３月期の法人税に係る本件重加算税賦課決定処分について 

 アで認定したところによれば、原告会社の平成１２年３月期におけるＢ共同組合

に係る売上繰延べ、紛失手形相殺に係る架空の経理処理、戊及びＨに対する各賃借

料の架空計上並びにＪに対する外注加工費の架空計上は、いずれも、当該事業年度

における売上げの一部を除外して帳簿書類に記載せず、又は帳簿書類に虚偽の支出

を記載したものであって、かかる原告会社の行為は、法人税の課税標準等又は税額

等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に該当するものと認められる。 

 そして、ア記載の平成１２年３月期における原告会社の法人税の過少申告額に照

らせば、重加算税の額は、ア記載の法人税の更正処分により納付すべき税額３８５

２万９０００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨

てた後の金額３８５２万円に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額１３４

８万２０００円となる（通則法６８条１項）から、処分行政庁が原告会社に対して

した平成１２年３月期の法人税に係る本件重加算税賦課決定処分は適法である。 

３ 本件各消費税等更正処分及び消費税等に係る本件各重加算税賦課決定処分の適法性

（争点(4)）について 

(1) 平成１１年３月期の本件消費税等更正処分等について 

ア 平成１１年３月期の本件消費税等更正処分について 

 ２(1)アで認定した平成１１年３月期の原告会社に係る法人税の内容に加え、平

成１１年３月期の原告会社による消費税等の申告内容（前提事実(2)）及び弁論の

全趣旨によれば、平成１１年３月期の課税期間に係る原告会社の消費税等の内容は、

以下のとおりと認められ、処分行政庁が原告会社に対してした平成１１年３月期の

本件消費税等更正処分は適法である。 

(ア) 申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額） 

 ５億２３７１万７３１４円 

 原告会社が、平成１１年３月期の課税期間の確定申告において申告した課税標

準額４億９８７７万８０００円の基になった課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）は、５億２３７１万７３１４円である。 

(イ) 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額 

 １億３２２６万３８１８円 

 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額は、売

上除外による売上計上漏れ１億３２２６万３８１８円（税込み金額）となる。 

(ウ) 課税標準額 ６億２４７４万３０００円 
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 消費税の課税標準額は、(ア)の申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）５億２３７１万７３１４円と(イ)の更正処分による課税資産の譲渡等の

対価の額（税込み金額）への加算額１億３２２６万３８１８円との合計金額６億

５５９８万１１３２円から、消費税等相当額を控除した金額６億２４７４万３０

００円（課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）に１０５分の１００を乗じ

て計算したもの。）（通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てたもの。）となる。 

(エ) 課税標準に対する消費税額 ２４９８万９７２０円 

 消費税法２９条の規定により、(ウ)の課税標準額６億２４７４万３０００円に

１００分の４の税率を乗じて計算した金額２４９８万９７２０円となる。 

(オ) 申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額） 

 ３億９００２万４８３７円 

 原告会社が、確定申告において申告した控除対象仕入税額１４８５万８０８９

円の基になった課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）は、３億９００２

万４８３７円となる。 

(カ) 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額 ８０８３万２８３７円 

 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する金

額は、次のａないしｄの合計金額８０８３万２８３７円となる。 

ａ 主要材料費の架空計上 ２２７９万６９２２円 

ｂ 賃借料の架空計上 １１４４万５０００円 

ｃ 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２４３３万９９４５円 

① 外注加工費の架空計上否認 ２７８４万６９４５円 

② 外注加工費の容認 △３５０万７０００円 

ｄ 修繕費の架空計上 ２２２５万０９７０円 

(キ) 控除対象仕入税額 １１７７万８７４３円 

 控除対象仕入税額は、(オ)の申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み金額）３億９００２万４８３７円から(カ)の更正処分により課税仕入れに係る

支払対価の額（税込み金額）から減算する金額８０８３万２８３７円を差し引い

た金額３億０９１９万２０００円に１０５分の４を乗じて計算した金額１１７

７万８７４３円となる。 

(ク) 差引税額 １３２１万０９００円 

 差引税額は、(エ)の課税標準額に対する消費税額２４９８万９７２０円から

(キ)の控除対象仕入税額１１７７万８７４３円を差し引いた金額１３２１万０

９００円（通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたも

の。）となる。 

(ケ) 譲渡割額 ３３０万２７００円 

 地方消費税の譲渡割額は、(ク)の差引税額１３２１万０９００円に１００分の

２５（地方税法７２条の８３）を乗じた金額３３０万２７００円となる。 

(コ) 消費税及び譲渡割額の合計金額 １６５１万３６００円 
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 消費税及び譲渡割額の合計金額は、(ク)の差引税額１３２１万０９００円と

(ケ)の譲渡割額３３０万２７００円との合計金額１６５１万３６００円となる。 

(サ) 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額 

 １０１４万７４００円 

 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額は、(コ)の消費税及

び譲渡割額の合計金額１６５１万３６００円から、原告会社が確定申告において

申告した差引税額５０９万３０００円と譲渡割額１２７万３２００円とを差し

引いた金額１０１４万７４００円である。 

イ 平成１１年３月期の消費税等に係る本件重加算税賦課決定処分について 

 平成１１年３月期の本件法人税更正処分等についての２(1)記載の検討結果に照

らせば、ア記載の平成１１年３月期の消費税等の過少申告について、当該事業年度

における売上げの一部を除外して帳簿書類に記載せず、又は帳簿書類に虚偽の支出

を記載したものとして、消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき

事実の隠ぺい又は仮装に該当するものと認められる。 

 そして、ア記載の平成１１年３月期における原告会社の消費税等の過少申告額に

照らせば、重加算税の額は、ア記載の消費税等の更正処分により納付すべき税額１

０１４万７４００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切

り捨てた後の金額１０１４万円に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額３

５４万９０００円となる（通則法６８条１項）から、処分行政庁が原告会社に対し

てした平成１１年３月期の消費税等に係る本件重加算税賦課決定処分は適法であ

る。 

(2) 平成１２年３月期の本件消費税等更正処分等について 

ア 平成１２年３月期の本件消費税等更正処分について 

 ２(2)アで認定した平成１２年３月期の原告会社に係る法人税の内容に加え、平

成１２年３月期の原告会社による消費税等の申告内容（前提事実(2)）及び弁論の

全趣旨によれば、平成１２年３月期の課税期間に係る原告会社の消費税等の内容は、

以下のとおりと認められ、処分行政庁が原告会社に対してした平成１２年３月期の

本件消費税等更正処分は適法である。 

(ア) 申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額） 

 ５億６８８４万７３０６円 

 原告会社が、平成１２年３月期の課税期間の確定申告において申告した課税標

準額５億４１７５万９０００円の基になった課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）は、５億６８８４万７３０６円である。 

(イ) 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額 

 １億０４０４万３５３０円 

 更正処分による課税資産の譲渡等の対価の額（税込み金額）への加算額は、次

のａ及びｂの合計金額からｃの金額を差し引いた金額１億０４０４万３５３０

円となる。 

ａ 売上繰延べによる売上計上過少額 １億３１８５万１８９２円 

ｂ 売上除外による売上計上過少額 １１１３万４０７８円 
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ｃ 売上計上過大額 △３８９４万２４４０円 

(ウ) 課税標準額 ６億４０８４万８０００円 

 消費税の課税標準額は、(ア)の申告による課税資産の譲渡等の対価の額（税込

み金額）５億６８８４万７３０６円と(イ)の更正処分による課税資産の譲渡等の

対価の額（税込み金額）への加算額１億０４０４万３５３０円との合計金額６億

７２８９万０８３６円から、消費税等相当額を控除した金額６億４０８４万８０

００円（１０００円未満の端数を切り捨てたもの。）となる。 

(エ) 課税標準に対する消費税額 ２５６３万３９２０円 

 消費税法２９条の規定により、(ウ)の課税標準額６億４０８４万８０００円に

１００分の４の税率を乗じて計算した金額２５６３万３９２０円となる。 

(オ) 申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額） 

 ４億５０５１万３５８９円 

 原告会社が、確定申告において申告した控除対象仕入税額１７１６万２４２２

円の基になった課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）は、４億５０５１

万３５８９円となる。 

(カ) 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する

金額 ３４８５万３７２５円 

 更正処分により課税仕入れに係る支払対価の額（税込み金額）から減算する金

額は、次のａ及びｂの合計金額からｃの金額を差し引いた金額３４８５万３７２

５円となる。 

ａ 賃借料の架空計上 １３６０万円 

ｂ 外注加工費の架空計上（以下の①－②） ２６５０万３７２５円 

① 外注加工費の架空計上否認 ３２４０万円 

② 外注加工費の容認 △５８９万６２７５円 

ｃ 簿外による車輌購入代 △５２５万円 

(キ) 控除対象仕入税額 １５８３万４６６１円 

 控除対象仕入税額は、(オ)の申告による課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み金額）４億５０５１万３５８９円から(カ)の更正処分により課税仕入れに係る

支払対価の額（税込み金額）から減算する金額３４８５万３７２５円を差し引い

た金額４億１５６５万９８６４円に１０５分の４を乗じて計算した金額１５８

３万４６６１円となる。 

(ク) 差引税額 ９５２万１９００円 

 差引税額は、(エ)の課税標準額に対する消費税額２５６３万３９２０円から

(キ)の控除対象仕入税額１５８３万４６６１円と確定申告において申告した貸

倒れに係る税額２７万７３１２円とを差し引いた金額９５２万１９００円（１０

０円未満の端数を切り捨てたもの。）となる。 

(ケ) 譲渡割額 ２４４万１３００円 

 地方消費税の譲渡割額は、(エ)の課税標準に対する消費税額２５６３万３９２

０円から、(キ)の控除対象仕入税額１５８３万４６６１円と確定申告において申

告した貸倒れに係る税額２７万７３１２円のうち３万３８１５円（税率４パーセ
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ント適用分の金額）とを差し引いた金額９７６万５４００円（通則法１１９条１

項）となるから、譲渡割額は、課税標準額となる消費税額９７６万５４００円に

１００分の２５（地方税法７２条の８３）を乗じた金額２４４万１３００円とな

る。 

(コ) 消費税及び譲渡割額の合計金額 １１９６万３２００円 

 消費税及び譲渡割額の合計金額は、(ク)の差引税額９５２万１９００円と(ケ)

の譲渡割額２４４万１３００円との合計金額１１９６万３２００円となる。 

(サ) 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額 

 ６６１万４１００円 

 更正処分により納付すべき消費税及び譲渡割額の合計税額は、(コ)の消費税及

び譲渡割額の合計金額１１９６万３２００円から、原告会社が確定申告において

申告した差引税額４２３万０６００円と譲渡割額１１１万８５００円とを差し

引いた金額６６１万４１００円となる。 

イ 平成１２年３月期の消費税等に係る本件重加算税賦課決定処分について 

 平成１２年３月期の本件法人税更正処分等についての２(2)記載の検討結果に照

らせば、ア記載の平成１２年３月期の消費税等の過少申告について、当該事業年度

における売上げの一部を除外して帳簿書類に記載せず、又は帳簿書類に虚偽の支出

を記載したものとして、消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき

事実の隠ぺい又は仮装に該当するものと認められる。 

 そして、ア記載の平成１２年３月期における原告会社の消費税等の過少申告額に

照らせば、重加算税の額は、ア記載の消費税等の更正処分により納付すべき税額６

６１万４１００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り

捨てた後の金額６６１万円に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額２３１

万３５００円となる（通則法６８条１項）から、処分行政庁が原告会社に対してし

た平成１２年３月期の消費税等に係る本件重加算税賦課決定処分は適法である。 

４ 本件納税告知処分等の適法性（争点(5)）について 

(1) 処分行政庁が、原告会社に対し、平成１４年６月２６日付けで、原告会社の平成

１１年３月分の源泉所得税につき、別紙３の「納税告知処分等」欄記載のとおりの本

件納税告知処分及び本件不納付加算税賦課決定処分（本件納税告知処分等）をしたこ

とは、前提事実(3)ア記載のとおりである。そして、証拠（乙１１）及び弁論の全趣

旨によれば、本件納税告知処分等は、原告会社がＢ共同組合から受け取った額面２９

０９万００７２円の約束手形について、原告甲がこれを取り立てた結果、平成１１年

３月に原告甲名義の普通預金口座に入金されたことにつき、同入金は、原告会社から

原告甲に対する賞与の支給と認定できるとしてされたものと認められる。 

 これに対し、原告会社は、処分行政庁は資金の移動において、借入金の返済とすべ

きところ当該記載を失念したことをもって賞与と認定しており、事実認定に誤認があ

る旨主張する。 

 そこで検討するに、証拠（乙１７、１９、２０）によれば、原告会社のＢ共同組合

に対する平成１０年１１月１日から同月１５日までの間の売上額は２９０９万００

７２円（税込み金額）であり、支払は現金又は手形とされ、支払日は手形の場合平成

【判示(13)】 



45 

１０年１２月２１日とされていたこと、原告会社は、同日、Ｂ共同組合振出しに係る

同額の約束手形（支払期日平成１１年３月２０日）を受け取り、原告会社の総勘定元

帳（売掛金）にもその旨の記帳をしていること、同約束手形は平成１１年３月１９日

に取り立てられ、取り立てた金員は、原告甲の普通預金口座に入金されたこと、原告

会社において当該手形取立てに係る経理処理は行っていないことがそれぞれ認めら

れる。そうであるところ、上記の入金について、原告会社の原告甲からの借入金の返

済としてされたものであることをうかがわせるような資料は何ら存しないところで

あり、同入金は、原告会社から原告甲に対する賞与の支給と認めるのが相当である。 

(2) (1)で検討したところによれば、原告会社は、平成１１年３月期において上記賞与

に係る源泉所得税を納付すべきところ、原告会社はこれを法定納期限を経過しても納

付していない（原告会社は、当該不納付の点は争っていない。）。 

 そして、(1)の認定及び弁論の全趣旨によれば、上記賞与認定に係る源泉所得税の

額は、以下のとおりとなるから、処分行政庁が原告会社に対してした本件納税告知処

分は適法である。 

 すなわち、支払認定額に対する源泉所得税額は、所得税法１８６条２項１号の規定

に基づき、所得税法別表第二の甲欄（扶養親族等の数）「０人」の欄に下記アの金額

２８５万９５４７円を適用して計算した金額７６万９６０７円から下記イの金額２

万７１６０円を差し引いた金額７４万２４４７円に１２を乗じて計算した金額８９

０万９３６４円となる。 

ア 支払認定額の所得税法別表第二の甲欄適用金額 ２８５万９５４７円 

 支払認定額の税額を算出するに当たっては、所得税法別表第二を適用することと

なるが、その金額は、(1)の支払認定額２９０９万００７２円が原告甲の平成１１

年２月に支払われた役員報酬額５０万円の１０倍相当額を超えていることから、所

得税法１８６条２項１号の規定により、支払認定額２９０９万００７２円を１２で

除して計算した金額２４２万４１７２円と平成１１年２月に支払われた役員報酬

額５０万円との合計額２９２万４１７２円から、社会保険料の金額６万４６２５円

を控除した金額２８５万９５４７円である（所得税法１８８条）。 

イ 役員報酬の源泉所得税額 ２万７１６０円 

 原告会社は、平成１１年２月中に原告甲に支払った役員報酬額５０万円から社会

保険料の金額６万４６２５円を控除した金額４３万５３７５円に対する源泉所得

税額２万７１６０円を源泉徴収している（所得税法１８８条）。 

(3) (2)記載の本件納税告知処分に係る源泉所得税についての不納付加算税の額は、納

税告知により新たに納付すべき本税額８９０万９３６４円から通則法１１８条３項

の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後の金額８９０万円に１００分の１０

の割合を乗じて計算した金額８９万円となる。そして、原告会社が上記賞与に係る源

泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、通則法６７条１項但し書

に規定する正当な理由は認められないから、本件不納付加算税賦課決定処分は適法で

ある。 

５ 原告甲に対する本件更正処分等の適法性（争点(6)）について 

(1) 原告甲に対する本件更正処分について 
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 ４(1)記載のとおり、原告会社がＢ共同組合から受け取った額面２９０９万００７

２円の約束手形に係る原告甲名義の普通預金口座への同額の入金は賞与の支給と認

められることに加え、原告甲による確定申告の内容（前提事実(2)）及び弁論の全趣

旨によれば、平成１１年分の原告甲の所得税の額は、以下のとおりとなるから、処分

行政庁が原告甲に対してした本件更正処分は適法である。 

ア 申告総所得金額 １１０５万２６８０円 

 原告甲の平成１１年分の所得税の確定申告書における総所得金額は、下記イの営

業所得金額２６８万２６８０円とウの給与所得金額８３７万円との合計額となる。 

イ 営業所得金額 ２６８万２６８０円 

 営業所得金額は、平成１１年中にホテルＫの宿泊料として受領した６９４万５６

３６円、ホテルの飲料収入として受領した４２万８１９７円及び雑収入等による収

入５万２２５２円の合計金額７４２万６０８５円から、売上原価２３万７３６１円

を差し引いた金額７１８万８７２４円から平成１１年中の経費合計額４５０万６

０４４円を差し引いた金額２６８万２６８０円である。 

ウ 給与所得金額 ８３７万円 

 給与所得金額は、原告会社から受領した役員報酬の額１０００万円とＢ共同組合

から受領した役員報酬６０万円との合計額１０６０万円から所得税法２８条２項

の規定に基づき給与所得控除額を控除した金額８３７万円である。 

エ 申告納税額 ７３万１２００円 

 原告甲が平成１１年分の所得税の確定申告において申告した申告納税額は７３

万１２００円である。 

オ 更正処分による総所得金額に加算される賞与金額 ２９０９万００７２円 

 ４で認定した原告会社からの賞与の支給と認められる金額２９０９万００７２

円である。 

カ 総所得金額 ３８６８万８２４８円 

 総所得金額は、オの更正処分による総所得金額に加算される賞与金額２９０９万

００７２円とウの役員報酬合計額１０６０万円との合計金額３９６９万００７２

円から、所得税法２８条２項の規定に基づき、給与所得控除を控除した金額３６０

０万５５６８円とイの営業所得金額２６８万２６８０円との合計金額３８６８万

８２４８円となる。 

キ 所得控除の金額 １１８万８９３９円 

 原告甲が平成１１年分の所得税の確定申告書において申告した所得控除の金額

は、社会保険料控除の金額８０万８９３９円と基礎控除の金額３８万円との合計額

１１８万８９３９円である。 

ク 課税総所得金額 ３７４９万９０００円 

 課税総所得金額は、カの総所得金額３８６８万８２４８円から、キの所得控除の

金額１１８万８９３９円を差し引いた金額３７４９万９０００円（通則法１１８条

１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てたもの。）となる。 

ケ 課税される所得金額に対する税額 １１３８万４６３０円 

 所得税法８９条の規定によりクの課税総所得金額３７４９万９０００円に対す
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る所得税の額を計算すると、課税総所得金額のうち３３０万円以下の金額に１００

分の１０の割合を乗じて計算した金額３３万円、課税総所得金額のうち３３０万円

を超えて９００万円以下の金額に１００分の２０の割合を乗じて計算した金額１

１４万円、課税総所得金額のうち９００万円を超えて１８００万円以下の金額に１

００分の３０の割合を乗じて計算した金額２７０万円、課税総所得金額のうち１８

００万円を超える金額に１００分の３７（負担軽減措置法４条による。）の割合を

乗じた金額７２１万４６３０円の合計額１１３８万４６３０円となる。 

コ 更正処分により納付すべき税額 ７４万６３００円 

 更正処分により納付すべき税額は、ケの課税される所得金額に対する税額１１３

８万４６３０円から、負担軽減措置法６条２項の規定により定率減税額２５万円と

ウ及びオの各役員報酬等の合計額３９６９万００７２円に係る源泉徴収された所

得税の額９６５万７０６４円との合計額９９０万７０６４円を差し引いた金額１

４７万７５００円（通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨

てたもの。）からエの申告納税額７３万１２００円を差し引いた金額７４万６３０

０円となる。 

(2) 原告甲に対する本件過少申告加算税賦課決定処分について 

 (1)記載の原告甲の平成１１年分所得税の更正処分（原告甲に対する本件更正処分）

による過少申告加算税の額は、(1)コ記載の更正処分により納付すべき税額７４万６

３００円から通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後の

金額７４万円に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額７万４０００円となる

（通則法６５条１項）。そして、原告甲による上記過少申告について通則法６５条４

項に規定する正当な理由は認められないから、原告甲に対する本件過少申告加算税賦

課決定処分は適法である。 

６ 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本訴請求はいずれ

も理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

那覇地方裁判所民事第１部 

裁判長裁判官 田中 健治 

   裁判官 加藤 靖 

   裁判官 渡邉 康年 
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（別紙１）法人税（合資会社Ａ） 

 

区分 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 

年月日等 期限内 平成14年6月26日 平成14年7月17日 平成14年10月17日

所得金額 2153万2006円 2億3462万8661円

差引所得に対す

る法人税額 
666万2200円 8278万2300円

平
成
11
年
３
月
期 

重加算税の額 2664万2000円

全部の取消しを求

める。 
棄却 

年月日等 期限内 平成14年6月26日 平成14年7月17日 平成14年10月17日

所得金額 2078万6903円 1億3462万9558円

差引所得に対す

る法人税額 
551万3300円 4404万2300円

平
成
12
年
３
月
期 

重加算税の額 1348万2000円

全部の取消しを求

める。 
棄却 
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（別紙２）消費税等（合資会社Ａ） 

 

区分 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 

年月日等 期限内 平成14年6月26日 平成14年7月17日 平成14年10月17日

課税標準額 4億9877万8000円 6億2474万3000円

控除対象仕入税

額 
1485万8089円 1177万8743円

差引税額 509万3000円 1321万0900円

譲渡割額 127万3200円 330万2700円

平
成
11
年
３
月
期
課
税
期
間 

重加算税の額 354万9000円

全部の取消しを求

める。 
棄却 

年月日等 期限内 平成14年6月26日 平成14年7月17日 平成14年10月17日

課税標準額 5億4175万9000円 6億4084万800円

控除対象仕入税

額 
1716万2422円 1583万4661円

差引税額 423万0600円 952万1900円

譲渡割額 111万8500円 244万1300円

平
成
12
年
３
月
期
課
税
期
間 

重加算税の額 231万3500円

全部の取消しを求

める。 
棄却 
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（別紙３）源泉所得税（合資会社Ａ） 

 

区分 納税告知処分等 異議申立て 異議決定 

年月日 平成14年6月26日 平成14年7月17日 平成14年10月17日 

支払認定金額 2909万0072円

本税 890万9364円

不納付加算税の額 89万円

全部の取消しを求める 棄却 
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（別紙４）所得税（甲） 

 

区分 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 

年月日 平成12年3月7日 平成14年6月26日 平成14年7月18日 平成14年10月17日

総所得金額 1105万2680円 3868万8248円

給与所得の金額 837万円 3600万5568円
内
訳 

事業所得の金額 268万2680円 268万2680円

申告納税額 73万1200円 147万7500円

平
成
11
年
分 

過少申告加算税の額 7万4000円

確定申告額のと

おり 
棄却 

 


